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Ⅰ 労働課題に関する対応について 

１. 人事院・公務員問題懇話会（地方懇談会）に関する対応について

人材確保競争は企業、公務を問わず激しさを増しています。 

賃金や福利厚生などですでに見劣りがする公務では、地方では数年前から全国的に、

国家公務員でも昨年技術系一般職で、募集に合格者が達しない状況が生じています。 

こうした中で、人事院は地方で懇談の場を持っており、地方連合会から地方公務員や

自治労の思いを踏まえた発言や要請をしていただいています。 

 来年度以降についても、人材確保が困難な状況や公務職場の人気低迷は持続すると考

えられることから、地方公務員にも直接的、間接的に影響を与える国家公務員の確保や

処遇改善策について、自治労の各県本部（中央本部も）とも連携いただきつつ、機会を

とらえたご発言がいただけるようご協力をお願い致します。 

2024 年度における経過は別紙「人事院公務員月報 2024 年８月号」のとおりです。 

２. 地方自治体など公務におけるカスタマーハラスメントについて

第 217 回通常国会に、労働施策総合推進法の改正案が提出され、カスタマーハラスメ

ント（以下、カスハラ）に対する雇用主の就業上の措置が義務化される見込みです。

自治労としては、他産別に先駆けて実態調査を行い、県本部・単組における自治体現

場での課題解決にむけた取り組み（＝カスハラ対策）の前進と、連合などに対する政策

提言などを進めてきました。 

他方で、公務職場特有の課題もあり、民間と同じ対策では対応困難な事態も散見され

ることから、地方連合会から首長への政策要望や自治体としての独自の対策条例を検討

される際には、 

① カスハラの行為者に対して行政対応を遮断した場合、代替性がなく、生存権など

憲法に保障された権利にかかわるため、正確な事実認定・カスハラ判定、第三者（中

立）機関を手続きの間におくことなど、慎重な制度設計と運用が必要であること 

② 行政の窓口や各種事業所には、公務員以外の労働者も多く、カスハラ被害にあっ

ていたとしても上記①の事情を背景にして、実質的に対応がなされない可能性があ

ること 

③ そうは言っても、現実には極めて悪質なカスハラがあるため、現場の組合員から

は強い対応を可能とする（法的）人材や技術的助言など制度面での支援を必要とする

要望があること 

を踏まえた議論やご対応をお願いします。 

なお、①～③をはじめとした困難な課題については、別紙「公務職場におけるカスタ

マーハラスメントの実態と課題」をご参照ください。 
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厳重取扱注意 

2025.１.14 第２回県代議案 

Ⅳ 第27回参議院選挙闘争の推進（案）について 

Ⅰ 参議院選挙をめぐる情勢 

1. 若干の政治をめぐる情勢

(１) 政府は当初、通常国会を１月21日召集を軸に検討していましたが、首相の外交日程

や夏の東京都議選を重視する公明党への配慮から、召集時期を遅らせ１月24日で調整

しています。2025年度予算案の年度内成立を確実にするためには、３月２日までに衆

議院を通過させる必要がありますが、石破政権は衆議院では少数与党であるため、予

算案の修正も視野に入れ、野党の要求に応じる多数派形成を進めなければならない状

況下にあります。しかし石破首相は、内閣不信任決議案が可決されたり予算案が否決

されたりした場合、衆議院を解散することも選択肢になるという認識を示しており、

衆参同日選挙も含めて、動向を注視しなければなりません。 

(２) 立憲民主党は昨年の臨時国会終盤、各野党が一致しやすいテーマの法案を共同提出

し、今通常国会に向けた連携の地ならしを進めています。衆議院で過半数割れした与

党を揺さぶり、政策実現につなげる狙いがあるほか、夏の参議院選挙で野党共闘の枠

組みを構築するために努力しています。野田代表は「参議院選挙で改選議席の与党過

半数割れをめざし、さらなる与党の過半数割れに勢いを付ける」と明言した上で、全

国で32ある１人区について「野党は１人に絞って対決する構図を作るのが基本」だと

して、候補者の一本化をめざす考えを示しました。 

(３) 一方、日本維新の会が野党候補者の一本化に向けた予備選挙を実施すべきだと主張

し素案を通常国会開会までにまとめ、他の野党に提示する方針を明らかにしています

が、事前運動と指摘され公職選挙法に抵触する可能性もあります。また、予備選の勝

者を野党統一候補として応援するということではないとの認識を示していることから、

他の野党の反応は鈍く、実現は見通せていません。 

(４) 自治労においては、賃金・労働条件、ジェンダー平等、人権や平和を守る取り組み

をはじめとした、組合員の日々の生活に密接した課題が山積しています。今後、春闘、

新採、人員確保、現業・公企統一闘争などのオルグや普段の組合活動にあわせて、組

合員に政治闘争の必要性を理解させ、「岸まきこ」の支援の輪を広げる取り組みのス

ピードを上げていかなければなりません。「岸まきこ」は、訪問した県本部・単組の

現場の切実な組合員の声をすぐに国会に声を届けるなど、私たちに寄りそう自治労組

織内議員の存在は大変重要であることはいうまでもありません。 
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(５) 第27回参議院選挙の公示日まで、いよいよ半年を切りました。参議院比例代表選挙

には「岸まきこ」、佐賀県選挙区には「富永あけみ」（佐賀県本部第124回臨時大会

決定予定）、大分県選挙区には「吉田ただとも」の一体となった取り組みが重要です。

「岸まきこ」本人が対面で、組合員と接することができるのは、本当にわずかしかあ

りません。本部－県本部－単組の役職員が一丸となって、あらゆるオルグの機会を捉

えて、「岸まきこ」に成り代わって、名前を周知・浸透・定着していく取り組みを進

めていきましょう。 

 

 

  2. 参議院選挙日程 

 

 参議院選挙日程については、第217回通常国会が１月24日開会・６月22日会期末を軸に

調整され、その場合は、７月20日投開票（公示日７月３日）が有力ですが、会期延長した

場合は、７月27日投開票（公示日７月10日）が有力と報道されています。 

 2007年第21回参院選の際には、６月に12日間の会期延長が決まり、選挙日程が１週間後

ろ倒しになりました。今後さまざまな要因により、選挙日程が左右されますが、まずは７

月20日投開票（公示日７月３日）を想定して準備を進めます。 

 

 

  3. 参議院選挙全国比例区の擁立状況 

 

 連合推薦候補は、現時点で立憲民主党から６産別（自治労、ＪＡＭ、ＪＰ労組、日教組、

情報労連、私鉄総連）が擁立（現職５人、新人１人）し、国民民主党から３産別（ＵＡゼ

ンセン、自動車総連、電力総連）が擁立（現職３人）を決定しています（資料２・Ｐ29）。

また、電機連合も擁立を模索しています。 

 

 

  4. 参議院選挙全国比例区の情勢 

 

(１) 2022年の第26回選挙時は、立憲民主党の総得票数6,771,945票で立候補者が20人、

うち当選が７人、当選するための最低の得票は111,703票でした（資料10・Ｐ39）。 

(２) 2024年10月に行われた第50回衆議院選挙では、立憲民主党の議席は増えましたが、

比例得票数はほぼ横ばいで、2025年７月の時点で立憲民主党への支持率が上がる保証

はなく、当選人数についても、前回2022年選挙時の７人を下回る可能性があります。

この間の実績から、参議院選挙全国比例区で１人当選させるためには、およそ110万

票（党名・個人名の票の合算）が必要であるとされています。前回2022年選挙時には、
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立憲民主党の総得票数は6,771,945票でしたが、今回は立憲民主党がそれを下回れば

（500～600万票）、４～５人の当選にとどまる可能性があります。 

＊注 110万票の根拠はこの間の「投票者総数／改選議席」 

2013年 54,795,747÷48人≒1,141,578票 

2016年 58,085,678÷48人≒1,210,118票 

2019年 51,666,697÷50人≒1,033,334票 

2022年 54,655,446÷50人≒1,093,109票 

(３) 「岸まきこ」の2019年選挙では、個人名得票が立憲民主党の１番目で157,849票で

した。一方、連合推薦候補で１番の得票は「田村まみ（ＵＡゼンセン・国民民主党）」

の260,324票でした。「岸まきこ」の個人名得票が圧倒的な数に達することができな

ければ、政府・省庁および各政党に自治労の力量を示すことはできず、連合内での自

治労の立ち位置や発言力に影響を及ぼし、今後の政策実現に影響を及ぼす可能性があ

ります。今後、立憲民主党の中でも知名度のある候補者を擁立する可能性はゼロでは

ないため、得票の上積みが必要であり、最低でも30万票以上が求められます。 

(４) 前回2022年選挙時には、個人名得票数が全体の２割、政党名得票数が８割（資料

６・Ｐ33）となっていることから、投票に行ってもらうことを前提として、参議院選

挙の投票方法、とりわけ「全国比例区は個人名」で投票とすることを、今まで以上に

「岸（漢字１字）・まきこ（ひらがな３字）」の名前を徹底しなければなりません。 

(５) 2023年８月の第97回定期大会で、「岸まきこ」参議院議員を自治労組織内候補予定

者として擁立を決定してから約１年半が経過しようとしていますが、県本部や単組の

執行部に周知・浸透されているとしても、組合員一人ひとりまで「岸まきこ」の名前

が浸透しているという状況にありません。前回2022年「鬼木まこと」の選挙の際の組

合員一人ひとりまで名前が浸透しきれなかったことを教訓としなければなりません。

「岸まきこ」は現職の自治労組織内参議院議員ですが、個人名が浸透していないとい

う実態を踏まえなければなりません。厳しい状況を跳ね返すため、単組・県本部・本

部が一丸となり、組合員一人ひとりに「岸まきこ」の名前を周知する、今までよりさ

らに「もう一歩踏み込んだ」取り組みを早急に行うことが必要です。 
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Ⅱ 目標設定と取り組みスケジュール 
 
 

 

〇 基本目標 

 第27回参議院選挙の取り組みにおいても、47都道府県本部・１社保労連すべてで

「岸まきこ」の推薦を決定しています。自治労総体の結集力を示すためにも、「組合

員１人１票以上」をめざして取り組みを進めます。 

 また、長年自治労運動をけん引してきた退職者のみなさんの協力も得ながら、さら

なる得票の上積みをはかります。 

 

〇 最低獲得票数 

 「Ⅰ 参議院選挙をめぐる情勢」に記載の通り、自治労の存在意義を示すために

は、最低でも30万票以上が求められます。したがって、自治労全体の最低獲得票数を

30万票以上とします。 

 
 
 

 

  1. 目標実現にむけた基本方針 

 

(１) 「岸まきこ」は現職ではありますが、県本部・単組の執行部に周知されていても、

組合員一人ひとりには浸透度が低い状況だといえます。国会日程によって「岸まきこ」

の遊説期間が限られる中で、直接本人と会うことができる組合員は限られる可能性が

あります。したがって、「岸まきこ」に会ったことがない組合員に対して、単組執行

部が、いかに選挙制度（非拘束名簿式＝名前を書く選挙）と「岸まきこ」の「個人名」

を周知・浸透させることができるかがポイントとなります。 

(２) 最低獲得票数30万票以上を獲得するには、前回の2022年「鬼木まこと」の選挙をは

じめ、過去の取り組みを上回る運動を展開しなくてはなりません。 
 

 

＜参議院比例代表選挙における自治労組織内候補の得票結果＞ 

      第23回（2013年） 相原久美子 235,636票 

      第24回（2016年） 江崎孝   184,187票 

      第25回（2019年） 岸真紀子  157,849票 

  （参考）第25回（2019年） 吉田忠智  149,287票 

      第26回（2022年） 鬼木まこと 171,619票 
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   春闘、新採、ジェンダー平等、人員確保、現業・公企統一闘争のほか、単組の日常

的な組合活動における組合員への連絡・教宣とあわせて、「岸まきこ」の「周知・浸

透・定着」のための取り組みを徹底します。 

(３) 本部は、県本部オルグを継続して行い、県本部ごとの取り組み方法や獲得目標、そ

の実現にむけた具体的手法などについて協議します。 

(４) 県本部は、目標にむけ、この間の取り組みを再度検証し、根拠に基づく獲得目標と

その実現のための計画を立案・実行します。その際、取り組みの基本方針を以下の通

りとします。 

  ① 「自治労の代表『岸まきこ』」として、組織内の議員を自治労が国会に送り込む

ことの意義について、単組執行部が組合員に訴えます。 

  ② 組合員一人ひとりに対して、単組執行部が「３回声をかける」ことを徹底するこ

とにより、「岸まきこ」の「周知」「浸透」そして「定着」をはかります。“声か

け”は、「岸まきこ」の取り組みのみならず、例えば「春闘期(２月期)」「年度初

め(４月期)」「人員確保等(６月期)」など、日常的な組合活動の一環とし、組合員

とのコミュニケーションをはかります。 

  ③ 県本部は、単組の取り組み状況を点検・把握し、単組の状況に応じた対策を講じ

ます。とくに、単組が「何をどこまでできるのか」を把握し、取り組みができない

単組には、県本部が支援を行い、現状よりワンステップ上の取り組みを追求します。 

   ※ ワンステップ上の取り組み：例えば、組合員に対する周知について、オルグや

機関紙の配布だけでなく、チラシの手渡しとあわせた声かけや職場面談を行うな

ど。 

  ④ 単組は、組合員一人ひとりについて、後援会の加入状況や紹介者の数、オルグの

実施状況、学習会や集会の参加について点検・把握し、期間を区切って「３回声を

かける」取り組みに漏れ・取りこぼしがないか確認しながら取り組みを進めます。 

  ⑤ 目標達成にむけ、組合員のみならず、組合員の家族・親類・知友人などへの支持

拡大をはかります。 

  ⑥ まずは確実に投票に行くこと、そして非拘束名簿式の制度について周知を徹底し、

「岸まきこ」個人名の浸透をはかります。 

 

  ＜④の例＞ 
 

組合員 担当 

役員 
後援会 

支持者カード 
オルグ 学習会 

番号 名前 所属 本人 家族 紹介者 

１ ○○○ ○○課 ●● 24.8.23 25.2.4 ２ ３   

２ △△△ △△課 ▲▲       

３ □□□ □□課 ■■ 24.12.3 25.3.9  １   
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  2. 取り組みのスケジュールと当面の取り組み 

 

(１) 取り組みのスケジュールについては、以下を参考に、県本部で検討して立案をお願

いします。 

 
年月 ゾーン 取り組みの例 

2024年 

10月 単組推薦 

組合員本人への 

周知・浸透 

・単組推薦決定の組合員への周知 

・第１次声かけ行動（岸まきこ後援会）の点

検・促進 

・政治担当者会議・学習会（ 月 日実施） 

11月 

12月 

2025年 

１月 
支持者拡大 

「岸まきこ」推し行動 

・第２次声かけ行動（単組による組合員との

面談実施⇒支持拡大のための紹介者行動） 

・春闘単組学習会（YouTube/LINE登録） 

２月 

３月 

４月 
候補者再徹底 

最終追い込み 

・第２次声かけ行動の点検・促進 

・第３次声かけ行動（支持拡大、点検・念押

し） 

５月 

６月 

７月 投票促進・本番 ・対面や電話による確認行動 

 

(２) 春闘期にあわせて、「岸まきこ」の周知にむけた取り組みを進めます。例えば、ス

トライキ批准投票にあわせた組合員への声かけ、春闘オルグの際の「岸まきこ」取り

組み状況の点検、春闘学習会にあわせた政治学習会の開催など、春闘と連動した取り

組みを実施します。 

(３) 第27回参議院選挙に関する以降の本部の方針提起・会議等の予定は以下の通りです。 

  〇 １月中旬     本部選対から県本部担当者あてに「ガルーンメッセージ」を

送付 ※2024年10月点検同様 

  〇 ～１月31日    県本部：記入した点検票を「ガルーンメッセージ」で返送 

  〇 ２月３日～14日  本部担当中執：点検票に基づくオルグ 

  ① ２月       第１回実務者会議／県本部の取り組み共有等（予定） 

  ② ４月24日     第４回県本部代表者会議／進捗状況の共有等（予定） 

  ③ ５月       第２回実務者会議／選挙運動期間中の取り組みにむけた提起 

  ④ ７月２日(予定)  第３回実務者会議／公示日前日における諸課題の共有 
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Ⅲ 具体的取り組み 

1. 取り組みにあたって

(１) 組合活動の原点は、「誰もが安心して働き続けられる職場をつくる」ことです。単

組の執行部は、普段から「組合員が直面する課題や職場の身近な問題を受け止め、

その解決にむけて活動する」という組合の基本的役割を機能させることが不可欠で

す。単組執行部は組合員と日ごろからコミュニケーションを図り、普段から気軽に

「声かけ」できる下地を作ることが重要です。

(２) 単組運動を活性化するために、組合員との対話を重視し、組合員の意見・要望を聞

くことのできる場を設定することができるよう、県本部は単組活動をバックアップ

していくことが必要です。

(３) この間２回の2019年「岸まきこ」、2022年「鬼木まこと」の参議院選挙はともに新

人で、現職の参議院選挙闘争は、2016年「えさきたかし」以来、９年ぶりとなりま

す。新人の時は、本部が一定のまとまった日程を前もって各地連や県本部に依頼で

きましたが、平日日中は国会日程がなかなか確定しないため、直前まで日程要請に

対する回答ができないということをご認識ください。

(４) だからこそ、単組・県本部の執行部が「岸まきこ」本人に成り代わって、今後、春

闘やジェンダー平等、人員確保闘争など、組合員が集まる会議・集会等に合わせて、

政治学習会（労働組合が政治活動に取り組むことの意義を確認する等）を盛り込む

など今一度検討してください。「岸まきこ」の取り組みが、県本部・単組執行部で

止まることのないよう単組組合員１人ひとりまで「浸透」することを心掛けてくだ

さい。普段の単組運動・活動の延長線上に、参議院選挙の取り組みがあることを再

確認してください。

2. 「岸まきこ」県本部・単組推薦

(１) 2025年１月６日現在、47県本部・１社保労連、1,679単組（65.48％）が推薦決定を

行っています。速やかに全単組における推薦決定をお願いします。【資料３・Ｐ30】 

(２) 推薦決定といった機関手続が難しい場合は、「寄せ書き」等でも構いませんので、

様式・形式にこだわることなく、「岸まきこ」の支援を意思表示する何らかの取り組

みをお願いします。 

(３) 支部推薦については、22県本部、236支部が推薦決定をしています。都道府県職、
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県都・政令市・特別区職といった組合員数の多い単組については、とくに、より組合

員に近い小さな組織単位での取り組みが重要であることから、支部、分会単位での推

薦決定を進めます。 

3. 「岸まきこ」遊説計画

(１) 「岸まきこ」「鬼木まこと」の日程依頼、国会見学の依頼については、まず本部選

対に連絡いただき、本部選対が各事務所と調整した上で、参加の可否を判断します

（国会開会中の平日日中の依頼は、対面であってもウェブであっても、２～３日前ま

で回答は難しいと想定され、とくに会期末の６月は前日まで判断できないかもしれま

せん）。参加可能と判断した後は、各事務所の日程担当の秘書から「入」と「出」の

細かいやり取りを行います。戦略的に２人の組織内議員を活用するため、７月の参院

選が終わるまでは直接各事務所に依頼をしないでください。 

(２) 衆議院での予算案審議が行われる２月から３月中旬にかけて、国会日程次第で平日

日中が空白になる日ができた場合、「岸まきこ」の遊説の調整を短期間のうちにお願

いする場合がありますので、その際はご協力をお願いします。「岸まきこ」が来県す

る場合、その情報は必ず退職者会と連携してください。遊説の際には、極力、「岸ま

きこ」本人と直接意見交換できる場所の設定を心がけてください。 

(３) 土日・祝日については、可能な限り、本部の会議や諸集会、県本部の機関会議（大

会、中央委員会、単組代表者会議等）や諸集会・学習会（現業・公企統一闘争決起集

会、女性ネットワークの集会等）などで、あいさつだけでなく、国政報告や決意表明

等を行います。前回2022年の選挙からの票の上積みを図るには、「岸まきこ」に会っ

たことのない若年層組合員を中心に、対面もしくはウェブで「岸まきこ」本人に初め

て会う機会を作る(そして投票に行ってもらう)ことが重要であることを意識してくだ

さい。 

(４) Zoomを活用し、県本部・単組の諸会議・集会、評議会・協議会等の学習会などに

ウェブで参加することが可能です。「岸まきこ」と接点をもつためには、積極的に活

用いただきたいと考えています。ただし、平日であれば18時45分以降などの日程設定

を検討いただけると助かります。 

(５) この間、集会・学習会等については重複することが多く、必ずしもご希望に添えな

い場合もありましたが、引き続き、県本部や単組等において「岸まきこ」が組合員と

あいさつ、意見交換等ができる日程がありましたら、本部選対事務局までお知らせく

ださい。また、発言する時間は、冒頭だけに限らず柔軟に対応できるよう配慮をお願

いします。 

日程の依頼は、行き違いを防ぐためにも、口頭でのやり取りでなく、ガルーンメッ
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セージを以下の要領で入れていただけると助かります。 

 
 

＜日程調整にあたって（ガルーンメッセージ）＞ 

(１) 送信先  渡邉武（中央本部）、橋本勇介（中央本部）、 

        米田由美子（中央本部） 

        ※ 「送信先」は漏れなく必ず３人入れてください。 

(２) 標 題  【岸日程】県本部名○月○日 会議・集会・企画名 

          ※標題は指定の通りでないと、埋もれる可能性がありますのでご注意ください。 

(３) 内 容  ・企画名称  

        ・日  付  

        ・開催時間 （会議等の開催時間。開始～終了） 

        ・発言希望時間 （〇時〇分頃から〇分間） 

        ・方  法 （対面か、ウェブか） 

        ・場  所 （ウェブの場合もお願いします） 

        ・規  模 （おおよその参加者数） 

        ・担 当 者 （担当者名と当日の緊急連絡先） 

        ・要望事項 （主に触れてほしい発言内容等） 

        ※ 文書（発文、要項等）があれば添付してください。 

         ・回答期限  （国会日程により直前の回答も可能性あり） など 

 
 
(６) 組合員が「岸まきこ」「鬼木まこと」事務所を訪問する「国会見学・組織内議員と

の意見交換会」を開催し、「岸まきこ」もしくは「鬼木まこと」からの国政報告や意

見交換を行うことができます。県本部評議会や青年部・女性部、単組などで実施して

きた実績があります。東京開催の諸集会・会議とあわせて開催の企画をお願いします。

開催希望の場合は、「（３つ程度の）候補日時」「人数」をあらかじめ本部選対まで

ご連絡いただいた上で、「岸まきこ」事務所と調整の後、個別に事務所とのやり取り

を行います。なお、短時間の「岸まきこ事務所訪問」の取り組みもご検討ください。 

  ※ 土日の国会見学も可能ですが、議員会館は使用できないため、議員会館近くの会

議室を確保するなど、検討してください。 

    なお、「国会見学会」の例として、「組織内議員との意見交換＋写真撮影＋休憩

＋移動」を２時間、「国会見学」を１時間の計３時間が想定されます。 
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  4. 支持者拡大の取り組み（紹介者活動） 

 

(１) 支持者拡大の取り組み（紹介者活動） 

  ① 支持者拡大にむけた考え方 

    2024年中は、組合員本人を基本に支持獲得の取り組みを進めてきましたが、基本

目標の実現にむけ、以降については、組合員の家族・親類・知友人等への支持者拡

大（紹介者活動）に本格的に取り組みます。なお、2024年12月末時点で組合員本人

への支持獲得については、約15,000人にとどまっており、前回2022年「鬼木まこと」

の取り組みの時よりも遅れています。各県本部は、さらなる支持者拡大（紹介者活

動）の取り組みを促進します。 

  ② 進め方 

   ア 支持者拡大の手法は、2024年９月30日に開催した2025年度第１回県本部代表者

会議(分冊②)の議案でお示ししたとおりで、(ア)後援会加入申込書による紹介者

活動、(イ)支持者カード（紹介者カード）など、これまでの取り組みを踏まえ、

県本部ごとに検討して実施するようお願いします。 

   イ 本部は、県本部と、支持者拡大の目標数の達成にむけた県本部の獲得目標や具

体的な取り組みについて協議します。 

   ウ 県本部は、単組と、獲得目標の設定や目標達成にむけた具体的取り組みについ

て協議します。 

  ③ 集約日 

    以下の通り毎月集約とします。各県の集約状況は、随時県本部代表者会議等で報

告します。 

    あわせて、後援会加入者については、県本部・単組で入力した加入者データを本

部選対（担当：渡邉武、橋本勇介）まで送付ください。加入御礼等の各種郵送物を

発送します。 

    ◆ １月17日（金） 

    ◆ ２月21日（金） 

    ◆ ３月21日（金） 

    ◆ ４月18日（金） 

     ※ 以降は別途提起 

 

(２) 組合員に「３回声をかける」 

  ① 目  標 

    組合員一人ひとりに対して最低「３回声をかける」ことを通じて、「岸まきこ」

の「周知（２月期）」、「浸透（４月期）」、「定着（６月期）」をめざします。
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“声かけ”は、「岸まきこ」の取り組みのみならず日常的な組合活動の一環とし、

組合員とのコミュニケーションをはかります。単なる声かけではなく、期日を設定

して、節目での声かけを行います。 

  ② 内  容 

   ア 「周知」については、春闘オルグや春闘決起集会、機関紙を活用して単組の推

薦決定を知らせる、「岸まきこ」本人と直接会える機会をつくる、「ソフトボー

ル型応援メッセージ」の活用、単組・県本部の独自の教宣活動など、複数の手法

を重層的に展開します。 

   イ 「浸透」については、４月の年度初めに、後援会加入活動（またはそれに代わ

る県本部それぞれの取り組み）による声かけ、後援会加入者にニュースを届ける、

紹介者活動に取り組んでもらう、単組・県本部における学習会の開催、ＹｏｕＴ

ｕｂｅ「きしまきちゃんねる」のチャンネル登録、ＬＩＮＥ公式アカウントへの

友だち登録といった手法により、単組執行部からの直接組合員への声かけを徹底

します。 

   ウ 「定着」については、６月に組合員との面談（職場面談、家庭オルグ等）、職

場内声かけ行動、電話かけなどにより、投票行動および棄権防止の呼びかけを徹

底します。 

 

 

  5. 評議会等対策 

 

(１) 評議会・協議会・横断組織、全消協対策 

  ① 評議会等の今後の取り組み 

   ア 幹事会での議論をもとに、評議会・協議会四役等による県本部・単組オルグや、

各種集会、幹事会等あらゆる機会を捉えて、取り組み方針を確認し、「岸まきこ」

の名前や活動を周知します。その際、YouTube「きしまきちゃんねる」へのチャン

ネル登録と動画への高評価の依頼、「岸まきこ」LINE公式アカウントへの友だち

登録拡大や独自のビラや資料を活用します。また、引き続きGoogleフォーム等を

用いた集会アンケートに「岸まきこ」の認知度や、参議院全国比例選挙で「個人

名」で投票できることの認知度等を確認する設問を作成および実施します。 
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（例）衛生医療評議会でのGoogleフォームによるアンケート 

【設問】「岸まきこ」さんが擁立されたことを

知っていましたか？ 
【設問】参議院全国比例投票では、個人名が多

い候補者から当選することをしっていました

か？ 

イ 地域や職域など、組合員に近い立場の者が「岸まきこ」の代理として訴えかけ

ることが効果的であることから、評議会・協議会や県職共闘・大都市共闘・町

村評議会等の横断組織について、本部役員および評議会等の役員によるオルグ

の実施を検討するなど、取り組みの強化をはかります。とくに、都道府県職や

県都・政令市・特別区職といった組合員数の多い単組については、取り組みの

程度で結果に大きな影響を与えます。県本部は、本部および共闘組織と連携し

て対策をお願いします。 

② 評議会等における後援会加入の取り組み

ア 各評議会・協議会・横断組織においても「岸まきこ後援会」への加入活動に引

き続き取り組んでいます。県本部によっては、県本部・単組で実施している後援

会加入の取り組みと評議会等の取り組みが重複する場合がありますが、より重層

的な取り組みとするため、県本部においても、各評議会・協議会・横断組織等と

の連携を進めてください。 

※ 重層的な取り組みを進めるという観点の下、取り組みの推進をお願いします。

ご不明な点がありましたら本部選対までお問い合わせください。 

イ 現時点で、以下の評議会等において独自の後援会加入申込書を作成しています。

加入申込書は、評議会等が開催する集会等で配布し、参加者に対して後援会加入

を呼びかけます。 
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・現業評議会

・公営企業評議会 ※政策ビラ

・臨時・非常勤等職員全国協議会

・公共サービス民間労働組合評議会 ※政策ビラ

・全国一般評議会

・国保労組協議会 ※政策ビラ

・公営競技評議会 ※政策ビラ

・衛生医療評議会

・社会福祉評議会 保育部会

ウ 本部評議会等が主催の集会等で配布・回収した加入申込書は、本部選対で集約

をして、名簿化します。県本部評議会等で配布・回収した加入申込書について

は、県本部で集約してください。３．(１)③の本部集約日に、各県本部で集約

している後援会加入者名簿を本部に送付いただき、本部において本部管理の加

入者名簿と突合し、重複分を整理の上、県本部にフィードバックしますので、

組合員が複数回加入申込書を提出しても構いません。 

(２) 「岸まきこ」とがんばる女性ネットワークの取り組み

① 女性部と一体となり取り組みを進めており、各県本部からすでに「女性ネット委

員」（県本部女性専従者、県本部女性役員、県本部女性部長等）を選出しています。

また、各県本部では「女性ネット委員」を中心に女性ネットワークを設置し、春闘

期までに学習会や集会などを開催し「岸まきこ」の周知・浸透の取り組みを進めま

す。 

② 県本部や単組は、本部の「岸まきこ」とがんばる女性ネットワーク作成のビラや、

学習資料『～自治労の「岸まきこ」は絶対に必要！私たちにできることは～』を活

用し、組合員への名前の周知・浸透と、自治労が政治闘争に取り組む意義の共有化

をはかります。 

 とりわけ「岸まきこ」は、選択的夫婦別姓やハラスメントなど多くの女性課題に

取り組んできたことから、女性ネットとして取り組みを強化します。 
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  ③ 第２回「岸まきこ」とがんばる女性ネットワーク会議で確認した「当面の具体的

な取り組み」は、以下の通りです。 

  ア 本部の取り組み 

   a 「岸まきこ」の名前の定着にむけて「ソフトボール型応援メッセージ」を活用し、

女性層の支持を拡大するための活動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセージシート（Ａ１判） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メッセージシール 

（Ｗ85㎜×Ｈ115㎜） 

 

   b 女性ネット独自の学習資料等を作成し、提供します。 

   c 「岸まきこ」を女性組合員に知ってもらうツールとして、ＳＮＳなどを活用し

ます。 

   d 県本部が開催する集会・学習会等に対し、必要に応じて本部から講師を派遣し

ます。 

   e 各県本部の女性ネットの取り組み事例等を共有します。 

   f 各県本部女性部と連携し、必要に応じて女性ネットとしての県本部オルグを行

います。 

 

  イ 県本部の取り組み 

   a 各県本部に「岸まきこ」とがんばる女性ネットワークを設置します。一人でも

多くの女性組合員に「岸まきこ」の名前の定着を図るため、各県本部女性ネット

ワークにおいて、取り組み計画を策定し実践につなげるとともに、各県本部との

共有をはかります。未設置の県本部は、速やかに設置し具体的な取り組みを策定

します。 

   b 女性集会や学習会などの女性組合員が集まる場を積極的に設定します。 

    ⅰ)春闘期までに、県本部での学習会や集会などを開催します。 

    ⅱ)単組においても、学習会や集会などを企画するとともに、総支部やブロック

を活用した学習会や集会などを追求します。 

   c 女性部をはじめ様々な補助機関など女性組合員が集まる場において、「岸まき

こ」の名前の定着にむけて「ソフトボール型応援メッセージ」の取り組みを積極

的に展開します。 
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d 県本部の機関紙等を発行する際に、「岸まきこ」の名前の定着をはかるととも

に女性ネットの取り組みを、広く組合員に周知します。 

e 女性組合員の支持拡大にむけ、３回の声かけの取り組みを行います。 

f 女性ネットによる取り組みについては、評議会・補助機関や若年層組合員、女

性役員経験者とも連携し進めます。 

④ 第３回「岸まきこ」とがんばる女性ネットワーク会議は、３月７日に東京・全水

道会館で開催します。 

(３) 青年対策の取り組み

① 政治に対して関心がない、立憲民主党以外の政党を支持する等、組織内議員の必

要性を感じにくい青年層とどう向き合っていくかが課題であり、青年層の政治に対

する意識が変わってきている現状を踏まえ、対策を講じる必要があります。また、

県本部や単組において政治闘争に積極的に取り組む次世代の担い手育成も喫緊の課

題です。 

② 本部青年部においては、「岸まきこ青年選挙対策委員会」を立ち上げ、以下の通

り取り組みを進めています。 

ア 取り組み方針

１月10日に「第４回岸まきこ青年選挙対策委員会」を開催し、基本的な方向性

や具体的な取り組みを議論しています。 

イ 各県本部段階における取り組みの推進

具体的な取り組みは「岸まきこ青年選挙対策委員会」で議論し、決定していき

ますが、現在のところ以下の取り組みを軸として考えています。 

ａ 各県本部青年部においても、政治闘争討論等ができる機会を確保する観点か

ら、県本部青年部単位での選対の設置を追求する 

ｂ 「岸まきこ」本人や組織内議員が若手組合員と話す場面を積極的に作る 

ｃ 国会見学や議員事務所(岸・鬼木事務所)の訪問を企画し、政治に関する理解

や実感を高める取り組みを実施 

ｄ 本部青年部作成ビラを活用して、公共サービスと私たちの職場実態の関係性、

「岸まきこ」の名前の周知・浸透を図る取り組みの実施 

ｅ 県本部や単組で政治闘争の担い手育成を目的に、本部青年部が講師等を派遣

し、県本部や単組で政治学習会の開催を追求する 
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6. 退職者・管理職への取り組み

(１) 自治体退職者会および岸まきこ後援会役員の取り組み

① 自治体退職者会は、以下のスケジュールで取り組みを進めています。

＜これまでの主な取り組み＞ 

2023年９月 自治体退職者会での推薦決定（役員会） 

10月 自治退県本部・単会に対して「岸まきこ」の推薦決定を依頼 

2024年２月 「岸まきこ」政策制度要求チラシ（退職者会版）の発送 

７月 後援会加入リーフレット（退職者版）の発送 

10月 退職者版ＤＶＤ「退職者会とともに岸まきこ」の発送 

11月 「岸まきこ参議院議員の決意と自治退推薦イラスト清刷り版下」の活用依頼 

12月 「じちろう新聞号外新年号(自治退版)」の発送 

＜今後の取り組み予定＞ 

2025年３月頃 「岸まきこさんとともに社会保障充実・機能強化を」チラシ（自

治退組織内討議資料）の発送 

３月 九州地域学習会（３月６～７日 於：ハイネスホテル久留米） 

中国四国地域学習会（３月17～18日 於：広島オリエンタルホテル） 

４月 近畿地域学習会（４月10～11日 於：京都烏丸ホテル） 

北信東海地域学習会（４月24～25日 於：ひみのはな） 

５月 関東甲地域学習会（５月15～16日 於：千葉オークラホテル） 

北海道地域学習会（５月19～20日 於：京王プラザホテル札幌） 

６月 東北地域学習会（６月12～13日 於：新潟東映ホテル） 

② 岸まきこ後援会では、自治体退職者会と連携して、退職者対策を軸とした取り組

みを進めています。具体的な取り組みとしては、地連内の各後援会役員で担当県本

部を割り振り、後援会役員が自治退県本部・単会と連携しつつ、「岸まきこ」の推

薦決定や後援会加入活動などの要請を行っています。第４回役員会を１月30日に開

催し、当面の取り組み等について協議する予定です。また、退職者の女性を中心と

して、「岸まきこ後援会女性ネットワーク」の取り組みを進めており、２月18日に

「岸まきこ後援会女性ネットワーク会議（オンライン会議）」を開催する予定です。 

(２) 県本部・単組における退職者対策

① 各県本部においては、上記(１)の取り組みについてご理解とご協力をお願いしま

す。 

② 自治労県本部・単組は、退職者会に対して下記の対応をお願いします。
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   ア 自治労県本部の参議院選挙闘争方針（目標設定や後援会加入・支持者拡大の取

り組み等）を自治退県本部と共有してください。 

   イ 自治退県本部や単会の諸行動の日程を把握し、「岸まきこ」の広報物の配布や

動画の上映等、「岸まきこ」の周知を行ってください。 

   ウ 各単会に対して、推薦決定の徹底や後援会リーフレットの配布、自治労県本部

が行う支持者拡大の要請等、でき得る取り組みの展開をお願いします。 

   エ 参議院比例代表選挙は、政党名ではなく「名前を書く」選挙であることを徹底

していただき、「岸（漢字１字）・まきこ（ひらがな３字）」の周知もお願い

します。 

 

(３) 管理職への取り組み 

   自治労組合員のＯＢ・Ｇである管理職についても、「岸まきこ」の呼びかけの対象

です。可能な限り、岸まきこ後援会への加入等の取り組みを進めてください。 

 

 

  7. 自治体議員との取り組み 

 

(１) 「岸まきこを応援する自治体議員の会」 

  ① 自治体議員連合は、「岸まきこを応援する自治体議員の会」を設置し、自治労自

治体議員連合会員の加入推進に取り組んでいます。２月１日開催の「自治体議員連

合2025年度第１回全国学習会」においても、「岸まきこ」本人の国政報告のほか、

決起集会的な内容も交えて、自治体議員連合会員の参議院選挙闘争の機運を高めま

す。 

  ② 各県本部においては、引き続き自治体議員連合会員に対して、「岸まきこを応援

する自治体議員の会」への加入の呼びかけをお願いします。加入については、自治

体議員連合の会員のみならず、準会員、自治労組織内以外の推薦・協力議員も加入

できますので、各県本部の判断で、加入促進活動を進めてください。 

  ③ 県本部の参議院選挙闘争本部に、自治体議員連合の代表者等を構成メンバーに入

れるよう検討してください。 

 

(２) 自治体議員からの紹介活動の展開 

  ① 自治体議員それぞれの後援会等を活用して、紹介活動をしていただくようお願い

します。紹介活動の際には、自治労組合員以外の方をご紹介いただくようお願いし

ます。 

  ② 紹介いただいた方については、岸まきこ後援会事務局より直接後援会への加入呼

びかけを行うことも可能です。この場合については、個別に相談に応じますので、
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本部選対までご連絡ください。 

8. 協力産別・団体・関連企業の対策

(１) 協力産別・団体

① 推薦決定済みで地域割りが済んでいる産別・団体

運輸労連/全日通、部落解放同盟、全農林、全水道、全国競馬連合

② 推薦決定済みで「北海道のみ」の割り振りの産別・団体

全開発、全自交労連(※１)、森林労連／林野労組、

③ 推薦決定済みで地域割りが今後予定されている産別・団体

政労連（2025年２月頃予定）、ＮＨＫ労連(※日放労の上部組織)

④ 推薦決定済みだが、地域割りの予定がない産別・団体

全財務、全印刷、ヘルスケア労協

⑤ 中央での推薦はないが、地域単位等で協力いただける産別・団体

全建総連（※２）、全労金、労済労連、日高教、全国農団労

⑥ 推薦決定予定、推薦依頼中の産別・団体

ティグレフォーラム、東京生活者ネットワーク

（現在決定している地域割りは、資料７～８・Ｐ34～37参照）。 

※１：北海道以外の県は、地元のつながりでお願いすることについて、全自交労連

本部より了承を得ています。 

※２：前回同様、中央での推薦はありませんが、地元のつながりでお願いすること

について、全建総連本部より了承を得ています。各県本部から各県の全建総

連に協力要請が可能で、訪問される場合は、まず、本部選対にご一報くださ

い。本部選対が全建総連本部の確認を取ります。 

(２) 関連企業対策

本部および各県本部において、今後対応することとします。

9. 広報関係

(１) 本部作成の広報物

① 本部選対・岸まきこ後援会等で作成している広報物の注文については、産別ネッ

トの「岸まきこ教宣素材」のページに注文票のフォームがありますので、ＦＡＸに

て本部選対まで送付ください。 
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    また、政治活動学習資料（パワーポイント）やバナー用素材、パワーポイント用

素材などのダウンロードコンテンツも「岸まきこ教宣素材」のページに掲載してい

ますので、ご活用ください。 

  ② 本部選対では「岸まきこ」の各種動画を作成しています。動画まとめ(自治労限

定)のページには評議会の動画などを掲載しています。単組・県本部での集会・会

議の開催前や休憩時間に上映するなど、「岸まきこ」の周知にご活用ください。 

 

 

 

 

(２) 単組・県本部での広報活動 

  ① コロナ禍前の2019年「岸」選挙においては、単組・県本部が作成した広報物の方

が、本部作成の広報物より活用度合いが高いことが、アンケート調査等で如実に表

れています。各単組・県本部は、積極的に「岸まきこ」の周知活動を進めるための

広報物を作成します。 

  ② 素材については、産別ネットの「岸まきこ教宣素材」のページから写真データ、

イラスト素材、広告清刷等をダウンロードすることができますので、機関紙等を作

成する際にご活用ください。また、掲載のない素材についても可能な限り提供しま

すので、直接本部選対までお問い合わせください。 

  ③ 「岸まきこ」の来県時の写真を各単組・県本部の広報物に繰り返し掲載してくだ

さい。 

  ④ 「岸まきこ教宣素材」のページのメッセージ素材のコーナーに、「岸まきこ」本

人が出席できない単組や県本部等の機関会議・集会用にひな形を掲載していますの

で、活用してください。 

  ⑤ 自治労組織内の鬼木まこと参議院議員のほか、当該県本部・単組の組織内の自治

体議員や協力国会議員、推薦する選挙区の候補予定者と一緒に掲載される広報物を

追求します。 
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(３) ウェブ・ＳＮＳを活用した広報 

   昨年行われた東京都知事選挙や兵庫県知事選挙、衆議院選挙においてＳＮＳの活用

が注目されました。あくまでも私たちは、「岸まきこ」の名前を、参院選本番までに

自治労組合員１人ひとりに周知・浸透・定着させることを最重点として取り組んでい

かなければなりませんが、公示後に使える１つのツールとして認識しなければならな

くなりました。 

   以下のウェブ・ＳＮＳ媒体において情報発信をしていますので、組合員への周知を

お願いします。特に、YouTube「きしまきちゃんねる」のチャンネル登録および動画

への高評価、「岸まきこ」LINE公式アカウントの友だちを拡大する取り組みについて

は、自治労の運動として追求してください。 

  ＜現在運用されているウェブ媒体＞ 

   ・岸まきこ公式HPサイト 

   ・Facebook（友だち申請が必要です） 

   ・Ⅹ（旧Twitter） 

   ・YouTube「きしまきちゃんねる」 

   ・LINE公式アカウント 

   ・Instagram 

 

  ① ＹｏｕＴｕｂｅ「きしまきちゃんねる」 

    ＱＲまたは、ＹｏｕＴｕｂｅで「きしまきちゃんねる」と検索し、チャンネル登

録、動画の高評価等をお願いします。ＱＲを掲載した登録促進・名刺サイズの

YouTubeブレアカードを作成しましたので、チャンネル登録と動画に対する高評価

を増やす取り組みでの活用をお願いします。まずは連合推薦候補の中で１番のチャ

ンネル登録者数をめざしますので、集会・会議等の参加者への「ＱＲ」の周知と、

「チャンネル登録」の時間の確保をお願いしてください。【資料11・Ｐ40】 
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    小さな単位での集まりでの上映や、ＬＩＮＥやメール等での共有など、広めやす

い仕様となっていますので、積極的な拡散・活用をお願いします。 

   ※ (１)②の本部作成動画と異なります。本部作成動画は、一般に公開するもので

はなく、あくまでも自治労内部で活用するために自治労アカウントで限定公開

設定になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－１：ＬＩＮＥ公式アカウント 

    2024年７月29日より「岸まきこ」ＬＩＮＥ公式アカウントの運用を開始しました。

「友だち」をさらに増やすため、本部の提供する教宣素材（清刷各種、名刺裏面

フォーマット、後援会ニュースなど）にＱＲを掲載しています。 

    各種機材にＱＲを掲載していますが、それだけでは「友だち」は増えません。

「きしまきちゃんねる」同様、集会・会議の場での「直接の声かけ」が最も重要で

す。 

  ②－２：ＬＩＮＥスタンプ 

    「岸まきこスタンプVol.2」のＬＩＮＥスタンプを発売しています。発売から多

くの方にご購入いただき、活用いただいていますが、下記の通り注意事項がありま

すので、お気をつけください。 

 

①会議資料に何らかの形で必ずQRを入れてください。 

  例えば、清刷りを会議資料・冊子の裏表紙に入れるなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「きしまきちゃんねる」に登録をする時間を確保してください。 
 チャンネル登録や高評価を、基調提起やウェブ会議の休憩時間等で案内してくだ

さい。 

 その際に最も重要なのは、「今から２～３分ほど時間を取りますので、読み込ん

でください」と 時間を確保することです。 

  
※ウェブ会議の際は休憩時間等に「画面共有」をするのが効果的です。 

 休憩に入る前に「今からＹｏｕＴｕｂｅ『きしまきちゃんねる』のＱＲを掲載し

ますので、チャンネル登録をお願いします」とアナウンスしてください。 
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＜ＬＩＮＥスタンプの注意事項について＞ 

 ＬＩＮＥストアに「プレゼントする」という既定の機能があります。本機能につ

いては、比較的新しい機能ですので、政治活動・選挙運動での利用については法的

解釈が確立されていません。そのため、自治労内部での利用にあたっては、念のた

め「プレゼント機能は使用しない」という考え方で統一いたしますので、よろしく

お願いします。 

 なお、「岸まきこ」ＬＩＮＥスタンプの購入期限についても、参院選公示日前日

までの予定にしています。参院選公示日以降は念のため購入できないようにします。 

③ Ⅹ（旧Twitter）

「岸まきこ」本人が日々の様子等を投稿しています。清刷等にＱＲの掲載をして

おりますので、こちらもフォロワーの獲得・拡大、県本部・単組のアカウントによ

る「リポスト（ＲＰ）」と「いいね」をお願いします。 

④ Facebook（友だち申請が必要です）

「岸まきこ」本人が日々の様子等を投稿しています。清刷等にＱＲを掲載してお

りますので、こちらも「いいね」の獲得・拡大、県本部・単組のアカウントによる

「シェア」と「いいね」をお願いします。 

⑤ 各種ＳＮＳへの応援投稿について

ⅩやFacebookなど、本人による投稿は継続しますが、「岸まきこ」を応援してく

れる人や認知を拡大するためには、支援者による「応援投稿」が不可欠です。例え

ばＹｏｕＴｕｂｅ「きしまきちゃんねる」の動画の感想や本人の会議・集会等での

決意表明を聞いた感想、自身の知る「岸まきこ」とのエピソードなど、「口コミ」

的な投稿が、信頼感を増すために非常に有効なため、支援者の拡大をはかります。 

10. 政治活動・選挙運動のコンプライアンス対応について

(１) コンプライアンス知識の習得、ＳＮＳを含めた効果的な情報宣伝活動の技術を習得

するため、本部は「県本部政治・情宣担当者会議」を２月７～８日、東京で開催し

ます。

(２) 労働組合による政治活動の進め方や地方公務員法上の制約などについて、「だれで

もわかる政治活動Ｑ＆Ａ 2024年改訂版」を活用した学習会などを設定し、意思統一

をはかります。 

(３) 各県本部は単組と連携して、自治体当局や保守系議員からのクレームなどを集約し、

対応が必要な事項は、本部に報告します。本部は顧問弁護士と連携して対応をはかり

ます。 
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11. 選挙区の取り組み

 選挙区選挙については、連合の統一対応を基礎に、県本部として地方連合会に結集し、

勤労者・市民を中心に幅広い支持基盤の拡大をはかり、勝利をめざして取り組みます。 

 組織内候補予定者「富永あけみ」（佐賀県選挙区；佐賀県本部第124回臨時大会決定予

定）、「吉田ただとも」（大分県選挙区）の必勝にむけて、各種取り組みを進めます。 

12. 取り組み体制

(１) 自治労参議院選挙闘争の推進体制について

自治労参議院選挙闘争本部を設置して、取り組みを進めます。

石 上 千 博 本 部 長（中央執行委員長） 

山 﨑 幸 治 本部長代行（副中央執行委員長） 

木 村 ひとみ 副 本 部 長（副中央執行委員長） 

伊 藤 功 副 本 部 長（書記長） 

榎 本 朋 子 副 本 部 長（書記次長） 

森 下 元 事 務 局 長（総合政治政策局長） 

佐 藤 久美子 事務局次長（政治局長） 

小 林 郁 子 事務局次長（連帯活動局長） 

長 能 朋 広 事務局次長（臨時中央執行委員） 

闘 争 委 員（全中央執行委員） 

(２) 自治労選挙対策事務所

〒102－8464

東京都千代田区六番町１ 自治労会館２階

ＴＥＬ：03－3288－8212

ＦＡＸ：03－3288－8216

※ 総合政治政策局ではなく、直接選対にお問い合わせください。

以 上 
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更新日 2024/8/22

比例代表 候補者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 政党 生年月日 年齢 現/元/新 構成組織決定日 連合推薦決定日

1 ＵＡゼンセン 田村　麻美 ﾀﾑﾗ ﾏﾐ 国民民主党 1976/4/23 48 現①
ＵＡゼンセン

第5回中央執行委員会
(2023･5･31)

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

2 自動車総連 礒﨑　哲史 ｲｿｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ 国民民主党 1969/4/7 55 現②
自動車総連

第91回中央委員会
（2024.1.11）

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

3 自治労 岸　真紀子 ｷｼ ﾏｷｺ 立憲民主党 1976/3/24 48 現①
自治労

第97回定期大会
（2023.8.28～30）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

4 ＪＡＭ 郡山　玲 ｺｵﾘﾔﾏ ﾘｮｳ 立憲民主党 1974/2/24 50 新
ＪＡＭ

第42回中央委員会
（2023.5.26）

第10回中央執行委員会
（2024.7.19）

5 ＪＰ労組 小澤　雅仁 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 立憲民主党 1965/8/13 59 現①
ＪＰ労組

第16回定期全国大会
（2023.6.15）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

6 日教組 水岡　俊一 ﾐｽﾞｵｶ ｼｭﾝｲﾁ 立憲民主党 1956/6/13 68 現③
日教組

第166回中央委員会
（2023.3.17）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

7 電力総連 浜野　喜史 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾌﾐ 国民民主党 1960/12/21 63 現②
第2回電力総連
政治活動委員会
(2023･12･14)

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

8 情報労連 吉川　沙織 ﾖｼｶﾜ ｻｵﾘ 立憲民主党 1976/10/9 47 現③
情報労連

第1回中央闘争委員会
（2024.2.26）

第9回中央執行委員会
（2024.6.20）

9 私鉄総連 森屋　隆 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ 立憲民主党 1967/6/28 57 現①
私鉄総連

第15回中央執行委員会
（2023.1.31）

第8回中央執行委員会
（2024.5.16）

第27回参議院選挙　連合推薦候補者一覧（比例代表）

更新日 2024/12/19

選挙区 候補者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 政党 生年月日 年齢 現/元/新 地方連合会決定日 連合推薦決定日

1 北海道 勝部　賢志 ｶﾂﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 立憲民主党 1959/9/6 65 現①
連合北海道

第10回執行委員会
（2024.7.25）

第11回中央執行委員会
（2024.8.22）

2 山形県 芳賀　道也 ﾊｶﾞ ﾐﾁﾔ 無所属 1958/3/2 66 現①
連合山形

第1回執行委員会
(2024.12.6)

3 福島県 石原　洋三郎 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 立憲民主党 1973/3/22 51 新
連合福島

第3回執行委員会
（2024.12.5）

4 茨城県 小沼　巧 ｵﾇﾏ ﾀｸﾐ 立憲民主党 1985/12/21 38 現①
連合茨城

第11回執行委員会
（2024.10.10）

5 埼玉県 熊谷　裕人 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 立憲民主党 1962/3/23 62 現①
連合埼玉

第6回執行委員会
（2024.5.8）

第13回中央執行委員会
（2024.10.18）

6 新潟県 打越　さく良 ｳﾁｺｼ ｻｸﾗ 立憲民主党 1968/1/6 56 現①
連合新潟

第11回執行委員会
（2024.9.26）

第13回中央執行委員会
（2024.10.18）

7 静岡県 榛葉　賀津也 ｼﾝﾊﾞ ｶﾂﾞﾔ 国民民主党 1967/4/25 57 現④
連合静岡

第386回執行委員会
（2024.12.4）

8 愛知県 田島　麻衣子 ﾀｼﾞﾏ ﾏｲｺ 立憲民主党 1976/12/20 47 現①
連合愛知

第2回執行委員会
（2024.11.29）

9
徳島県
高知県

広田　一 ﾋﾛﾀ ﾊｼﾞﾒ 無所属 1968/10/10 56 現①

連合徳島
第5回執行委員会
（2024.8.23）

連合高知
第10回執行委員会
（2024.9.17）

第13回中央執行委員会
（2024.10.18）

10 福岡県 野田　国義 ﾉﾀﾞ ｸﾆﾖｼ 立憲民主党 1958/6/3 66 現②
連合福岡

第14回執行委員会
（2024.11.29）

11 長崎県 深堀　浩 ﾌｶﾎﾘ ﾋﾛｼ 国民民主党 1965/8/10 59 新
連合長崎

第11回執行委員会
（2024.8.23）

第13回中央執行委員会
（2024.10.18）

12 大分県 吉田　忠智 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾄﾓ 立憲民主党 1956/3/7 68 元②
連合大分

第5回執行委員会
（2024.2.28）

第7回中央執行委員会
（2024.4.18）

第27回参議院選挙　連合推薦候補者一覧（選挙区）

＜資料２＞
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⾃治労情報2024第0193号
2024年 11⽉ 15⽇

全⽇本⾃治団体労働組合
中央執⾏委員⻑  ⽯上 千博

（総合政治政策局）

以上

各県本部委員⻑様

2025年度政府予算案および所得税軽減策等に対する政党要請

 11⽉13⽇、衆議院第1議員会館において、9時30分より国⺠⺠主党、10時30分より⽴憲⺠主党に対し、標
記要請を⾏った。⾃治労からは⼭﨑副委員⻑、森下総合政治政策局⻑、佐藤政治局⻑、氷室政策局⻑、平⼭衛
⽣医療局⻑、⾨﨑社会福祉局⻑、⻘⼭都市交通局⻑らが参加した。

 国⺠⺠主党への要請では、⽟⽊代表、榛葉幹事⻑を中⼼に20⼈を超える国会議員が参加した。添付要請書
に基づき質疑を⾏い、⾃治体DXによる現場への影響、コロナ禍を経た保健所の現状、ふるさと納税の⾒直
し、定年延⻑による職場状況、公共交通の維持・改善などについて意⾒交換を⾏った。また、103万円の壁問
題について改めて⾃治労の⾒解を問われ、国⺠全体の⽣活の底上げ策として⼀定理解はするものの、地⽅税収
の減少が招く影響について指摘し、地⽅への影響がないよう検討することを改めて求めた。

 ⽴憲⺠主党への要請では、⼩川幹事⻑、⼤島企業・団体交流委員⻑を中⼼に70⼈以上の国会議員が参加し
た。質疑ではマイナンバーカードの保険証利⽤による現場影響について引き続き情報共有を⾏うこと、また訪
問介護事業所の運営に資するための介護報酬再改定などについて意⾒交換を⾏った。

（国⺠⺠主党）2025年度政府予算編成に関する要請書.docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 

（⽴憲⺠主党）2025年度政府予算編成に関する要請書.docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 

所得税減税政策に関する要請書(国⺠⺠主党).docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 

所得税減税政策に関する要請書(⽴憲⺠主党) .docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 

⼭崎副委員⻑と⽟⽊代表.JPG (image/jpeg) 
国⺠⺠主党議員の皆さんと.JPG (image/jpeg) 
⼤島企業団体交流委員⻑、⼩川幹事⻑との要請書⼿交.JPG (image/jpeg) 
挨拶に⽴つ⼭崎副委員⻑IMG_6477.JPG (image/jpeg) 
挨拶に⽴つ⼩川幹事⻑.JPG (image/jpeg) 
満席となる会場.JPG (image/jpeg) 
⽴憲⺠主党議員の皆さんと.JPG (image/jpeg) 
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2024年11月13日  

 

 立 憲 民 主 党 

  代 表 野 田 佳 彦 様 

 

全 日 本 自 治 団 体 労 働 組 合   

中央執行委員長 石 上 千 博  

 

 

2025年度政府予算編成に関する要請書 
 

 日頃より市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴党に敬意を表します。 

 この間、地方自治体は厳しい人員体制や財政状況に置かれながらも、高齢化に対応し得

る社会保障の構築、少子化における子育て支援策の充実、人口減少下における地域活性化、

脱炭素化など環境政策の充実、地域公共交通の確保など、複雑化また増大する行政需要に

対応してきました。加えて、大規模な地震災害、各地で頻発している風水害、新興感染症

対策、そして行政のデジタル化や物価高騰などへの対応も同時に求められています。 

 こうした中、地方一般財源総額についてはこの間、前年度の水準を下回らないことをお

およその目途に確保されてきましたが、多角化の一途をたどる行政需要に対し、従来通り

の総額水準で対応し得るのか、大きな不安となっています。 

 つきましては、市民生活の維持・向上と地域社会の再生に資する2025年度予算編成とな

るよう、以下の通り要請します。 

（◎が重点課題） 

記 

1. 地方の意見の十分な聴取と反映 

 (１) 地方税財政に関する法改正や地方財政計画の策定、地方交付税のあり方など、地

方自治体における財政需要や地方税制に対する要望について、広範な地方の意見を

十分に聴取し、財源保障に反映させること。 

 (２) 現行の「国と地方の協議の場」については、国と地方のパートナーシップを強化

する立場から、地方の声がより反映されるよう、地方団体と適宜協議を行い、政策

策定機能を強化すること。 

 

2. 地方財政の充実 

 (１) 社会保障分野における人材確保と処遇改善、少子・高齢化対策、脱炭素化、地域

活性化、行政のデジタル化、地域交通の確保など、増大する地域の財政需要を的確
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に地方財政計画に反映させるため、地方一般財源総額の維持にとどまらず、より積

極的な確保を行うこと。また、「地方創生推進費」として確保されている１兆円に

ついては、地方自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、国による

政策誘導的な手法として用いることなく、一般行政経費として恒久化をはかること。

（◎）

(２) とりわけ、子ども・子育て支援、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、

地域共生社会の実現など、急増する社会保障ニーズへの対応と、その担い手確保の

ため、関連する予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。とくに、これら急増

する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、

地方単独事業分も含め、十分な財源措置を行うこと。 

(３) 保健所および地方衛生研究所など公衆衛生部門の機能強化に資する財源を確保す

ること。とりわけ保健所については慢性的な人員不足に陥っていることから、引き

続き保健所全体の体制強化にむけた財政措置を継続的に行うこと。（◎） 

(４) 健康危機管理および地域保健施策の推進のために、すべての市区町村に統括保健

師を配置すること。また、そのための財政措置を行うこと。 

(５) 地方交付税については、財源保障機能と財政調整機能を適切に発揮するとともに、

その原資の確保については臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、交付税率

の引き上げなど抜本的な対応を行うこと。 

(６) 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地

方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

(７) 地域ＤＸの推進については、この間、中央主導的に進められてきた傾向が強いこ

とから、国と地方の協議の場なども通じながら、地方公共団体の実情を踏まえた施

策とするとともに、その実現にむけた十分な財政支援を行うこと。とくに自治体情

報システムの標準化に際して、運営費も含め、かかり増し費用が発生する場合は国

費における負担とすること。また、標準化の移行期限について、より柔軟に対応す

ること。 

(８) 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加においては、自治体において大

きな業務負荷また人員不足等を招いていることから、関係省庁と連携し、その財源

も含め、より十分な支援を行うこと。 

(９) マイナンバーカードの交付率を地方交付税の算定方法から外すこと。

(10) 自治体庁舎や病院をはじめとする公共施設は、住民の生命・財産を守る拠点とな

ることから、耐震化を含めたメンテナンスや緊急防災・減災事業について、引き続

き十分な財源措置を継続すること。 

3. 地方分権に対応した税財政制度の抜本改革
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 (１) 税制改革については、所得税の累進性の強化、相続税の基礎控除引き下げ、金融

所得課税の総合課税化など、所得再分配機能の強化にむけて改革すること。また、

給付付き税額控除を検討するなど、消費税における逆進性について対策を講じるこ

と。 

 (２) より自律的な地方財政の確立にむけて、所得税および偏在性の小さい消費税につ

いて国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。 

 (３) 各種税制の廃止・減税、新税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分

検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう

対応をはかること。 

 (４) 「ふるさと納税」については、①「居住地課税」という課税原則（居住地・所在

地における受益と負担）にそぐわないものであること、②地域の特産物の適正価格

破壊と地場産業の自治体依存という歪みを生み出すこと、③一過性の予算増加・減

少など税収の不安定さが住民サービスの低下をもたらす危険性があることなど、問

題が多いことから、廃止すること。 

 (５) 森林環境譲与税の譲与基準については、森林面積の割合を５％引き上げ、人口割

合を５％引き下げたことによる効果の検証を行いながら、今後もより林業需要を見

込める自治体への譲与額を増大させるよう、引き続き譲与基準の見直しを検討する

こと。 

 (６) 国の総合経済対策として地方財源を活用した減税政策は行わないこと。 

 

4. 地方公務員の総人件費の確保 

 (１) 対人サービスとしての社会保障、新興感染症の流行や自然災害など有事の際の対

応など、増大する地方自治体の財政需要を踏まえ、必要な人員を配置できるよう地

方公務員の総人件費を十分に確保すること。あわせて、定年延長に伴う一時的な職

員数の増加に対応した財源を確保すること。（◎） 

 (２) この間、自治体における技能労務職員の削減を助長しかねない政策がとられてき

たものの、自然災害やコロナ禍等への対応を経て、技能労務職員の必要性が再評価

されていることから、基準財政需要額の算定にあたっては委託料より給与費を充実

するよう改めること。（◎） 

 (３) 会計年度任用職員の処遇改善について、遡及改定も含め常勤職員に準じた給与改

定を行うために必要な財源を確保すること。あわせて、勤勉手当の支給も含め、会

計年度任用職員のさらなる処遇改善にむけた財源を確保すること。その際、地方公

営企業繰出基準においても明確な位置付けをはかるなど、特段の対応を行うこと。

（◎） 

 (４) 技能労務職員と企業職員の給与について、憲法・法律で保障された労使交渉で決

定する権利を尊重し、国として不当な関与を行わないこと。また、民間給与との単
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純比較に基づく給与抑制にむけた助言を行わないこと。 

 (５) 地方自治体における障害者雇用について、法定雇用率の達成はもとより、さらな

る雇用促進と合理的配慮のための財源を確保すること。 

 

5. 東日本大震災等大規模災害からの復旧・復興と対策の拡充 

 (１) 被災地が安心して復興に集中できる環境をつくるため、引き続き震災復興特別交

付税を確保し、被災自治体の財政負担は可能な限り縮小すること。とくに被災から

一定の年月が経過したことを踏まえ、復興住宅、防潮堤、県道などの維持管理にか

かる費用についても財政的な支援を検討すること。あわせて、補助金適正化法の改

正も視野に入れながら、復興事業により整備された公共施設の用途制限を緩和する

こと。 

 (２) 東京電力福島第一原発事故による避難指示区域が解除された自治体においても、

雇用を取り巻く環境や生活インフラの改善が十分に進んでいないこと、「ＡＬＰＳ

処理水」の海洋放出も含め、放射線への不安が解消されていないこと、このため農

業のみならず漁業の復興にも大きな影響が出ているなど、依然多くの課題が山積し

ていることから、医療費や介護保険料の減免措置も含め、改めて当該自治体および

住民の実情に即した各種支援を講ずること。とくに住民のメンタル面でのサポート

に留意すること。 

 (３) 中長期にわたる復興を支える観点から、被災自治体が安心して正規職員を採用で

きるよう、財政措置を講じること。なお、被災自治体への人的支援も引き続き必要

なことから、被災自治体からの要請人員数を充足させること。また、支援を行った

自治体に対する十分な財政支援を行うこと。 

 (４) 職員の健康サポート体制は引き続き重要であることから、メンタルヘルス対策の

充実をはじめとした事業について十分な財政措置を行うこと。 

 

6. 社会保障政策の拡充 

 (１) 全世代型社会保障の構築にむけ、関係予算にかかる財源を確保すること。また、

地方自治体の果たす役割・機能・体制の強化、職員の処遇改善にむけた予算の確保

を行うこと。 

 (２) 「こども・子育て支援加速化プラン」に必要な予算の確保をはじめ、国・地方の

子ども・子育て政策の強化にむけた財源を確保すること。 

 (３) 介護保険制度、障害福祉サービスについて、質の高いサービスの提供体制の確保

にむけ、関係省庁と連携し財政支援を行うこと。また、介護予防・日常生活支援総

合事業について、サービス水準の低下や市区町村格差を招かないよう財政措置を講

じること。 

 (４) 改正生活保護法・生活困窮者自立支援法の施行にむけ、本改正を実効あるものと
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するため、自治体等の実施体制が十分に整備できるよう財源の確保をはかること。 

 (５) 改正児童福祉法による一時保護所入所時の判断における司法審査の実施にむけ、

業務量の大幅な増加に見合った児童福祉司を増員するため、その財源について、地

方交付税措置の充実をはかること。 

 (６) 2024年４月からの医師の働き方改革にあわせて、医療行為のタスク・シフト/

シェアを円滑に進めるための人員確保と必要な研修体制を整備するための財源を確

保すること。 

 (７) 医療・介護ＤＸの推進と医療・介護現場における質の向上、業務効率化のため、

ＩＣＴ関連機器やシステム導入に関する補助の財源を確保すること。 

 (８) 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、策定された公立病院経営強化プラ

ンの実施にあたっては、自治体、地域住民の意向を尊重し、地域の医療を維持でき

るものとすること。また、機能分化・連携強化、経営形態見直し等においては、採

算性を優先せず、新興感染症対策や災害対応など不採算医療、政策医療の安定的な

提供を重視すること。 

 (９) 公立・公的病院が主導的に担っている、不採算医療やへき地医療にかかる地方交

付税の充実をはかること。 

 (10) 物価高騰による影響に対応するための財政支援を行うこと。また、病院建替えに

伴う建築単価を引き上げること。（◎） 

 (11) 2024年度の人事院の大幅な賃上げ勧告を踏まえ、公立病院においても遡及改定を

含む処遇改善が確実に実施されるための財政支援を行うこと。（◎） 

 (12) 大規模災害で被災した公立医療機関において、高度専門医療および不採算医療な

ど、被災前に担っていた病院機能を回復・存続させるため、財政的支援を行うこと。

（◎） 

 (13) 地方の自治体病院では薬剤師の確保が困難な状況にある。自治体病院の薬剤師の

確保と定着のために、医師と同様の６年制課程修了薬剤師の専門性を適正に評価し、

処遇改善（薬剤師俸給表の新設・初任給調整手当など）にむけた対策を講じること。 

 (14) また、獣医師の確保にむけても、同様に特段の配慮を行うこと。 

  

7. 環境政策の推進 

 (１) 脱炭素社会の実現と将来の雇用創出をはかるため、地域の環境条件を活かした太

陽光や風力、バイオマスなどの新エネルギーや燃料電池など再生可能エネルギーの

普及にかかる財政支援措置を拡充すること。また、自治体の環境行政の推進と公共

施設等の脱炭素化のための予算措置の確保を行うこと。 

 (２) 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行を踏まえ、とりわ

け小規模自治体において法の趣旨に基づく運用がされるよう、より積極的な財政措

置を講ずること。 
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(３) 少子・超高齢化社会の進行に伴い、安否確認等とあわせた高齢者のごみ出しの支

援、条例の制定によるごみ屋敷等への対応などの需要が増えてきていることから、

各自治体がこうした事業を円滑に行えるよう財源を拡充すること。 

(４) 廃棄物処理法改正によるごみの不法投棄対策と罰則規定強化の実効性を確保する

ため、自治体における不法投棄監視要員の確保などの財源を拡充すること。 

(５) 資源循環型社会の実現にむけ、これまで以上に自治体における業務が増大すると

同時に、災害時には被災地域における災害ごみの対応や被災地への派遣対応など、

自治体の果たす役割が一層求められている現状を踏まえ、環境・廃棄物行政の体制

強化にむけて関係する省庁と連携するとともに、必要な予算措置を確保すること。

（◎）

8. 公共交通の改善および拡充にむけて

(１) 地域により異なる公共交通の「クロスセクター効果」を十分に勘案し、既存のバ

スや鉄道などを活用しながら、地域公共交通が確保されるよう、現行の財政措置水

準の維持・改善をはかること。このため国土交通省と連携し、地方自治体への財政

支援を含む所要の措置を講じること。 

(２) 地域共生社会に資するまちづくりと公共交通の確立を一体的に推進するため、交

通政策専任者の配置および育成などのための財源を措置すること。 

(３) 普通交付税の個別算定項目において、道路橋りょう費に鉄道関連事項を組み入れ

るなどし、地域交通政策の拡充をはかること。また、新たな費目として地域交通費

を位置付けるよう検討すること。（◎） 

(４) 都市モノレールは建設後の経年により、機器の更新等を迎えており多額の経費が

経営に負担となっているが、モノレールについては補助対象外となっているので、

対象とするなど拡充をはかること。 

9. 指定管理職場・委託職場の改善にむけて

(１) 自治体の指定管理職場・委託職場においても、同一労働同一賃金が実現されるよ

う、ガイドラインの作成や助言等を行うこと。また、非正規職員の処遇改善に伴う

財源措置を行うこと。 

(２) 自治体において「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえ

た対応が十分に果たされるよう、必要な財政支援を行うこと。 

以 上 
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2024年11月13日 

国 民 民 主 党 

代 表 玉 木 雄 一 郎 様 

全 日 本 自 治 団 体 労 働 組 合 

中央執行委員長 石 上 千 博 

2025年度政府予算編成に関する要請書 

日頃より市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴党に敬意を表します。 

 この間、地方自治体は厳しい人員体制や財政状況に置かれながらも、高齢化に対応し得

る社会保障の構築、少子化における子育て支援策の充実、人口減少下における地域活性化、

脱炭素化など環境政策の充実、地域公共交通の確保など、複雑化また増大する行政需要に

対応してきました。加えて、大規模な地震災害、各地で頻発している風水害、新興感染症

対策、そして行政のデジタル化や物価高騰などへの対応も同時に求められています。 

こうした中、地方一般財源総額についてはこの間、前年度の水準を下回らないことをお

およその目途に確保されてきましたが、多角化の一途をたどる行政需要に対し、従来通り

の総額水準で対応し得るのか、大きな不安となっています。 

 つきましては、市民生活の維持・向上と地域社会の再生に資する2025年度予算編成とな

るよう、以下の通り要請します。 

（◎が重点課題）

記 

1. 地方の意見の十分な聴取と反映

(１) 地方税財政に関する法改正や地方財政計画の策定、地方交付税のあり方など、地

方自治体における財政需要や地方税制に対する要望について、広範な地方の意見を

十分に聴取し、財源保障に反映させること。 

(２) 現行の「国と地方の協議の場」については、国と地方のパートナーシップを強化

する立場から、地方の声がより反映されるよう、地方団体と適宜協議を行い、政策

策定機能を強化すること。 

2. 地方財政の充実

(１) 社会保障分野における人材確保と処遇改善、少子・高齢化対策、脱炭素化、地域

活性化、行政のデジタル化、地域交通の確保など、増大する地域の財政需要を的確
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に地方財政計画に反映させるため、地方一般財源総額の維持にとどまらず、より積

極的な確保を行うこと。また、「地方創生推進費」として確保されている１兆円に

ついては、地方自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、国による

政策誘導的な手法として用いることなく、一般行政経費として恒久化をはかること。

（◎） 

 (２) とりわけ、子ども・子育て支援、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、

地域共生社会の実現など、急増する社会保障ニーズへの対応と、その担い手確保の

ため、関連する予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。とくに、これら急増

する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、

地方単独事業分も含め、十分な財源措置を行うこと。 

 (３) 保健所および地方衛生研究所など公衆衛生部門の機能強化に資する財源を確保す

ること。とりわけ保健所については慢性的な人員不足に陥っていることから、引き

続き保健所全体の体制強化にむけた財政措置を継続的に行うこと。（◎） 

 (４) 健康危機管理および地域保健施策の推進のために、すべての市区町村に統括保健

師を配置すること。また、そのための財政措置を行うこと。 

 (５) 地方交付税については、財源保障機能と財政調整機能を適切に発揮するとともに、

その原資の確保については臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、交付税率

の引き上げなど抜本的な対応を行うこと。 

 (６) 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地

方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

 (７) 地域ＤＸの推進については、この間、中央主導的に進められてきた傾向が強いこ

とから、国と地方の協議の場なども通じながら、地方公共団体の実情を踏まえた施

策とするとともに、その実現にむけた十分な財政支援を行うこと。とくに自治体情

報システムの標準化に際して、運営費も含め、かかり増し費用が発生する場合は国

費における負担とすること。また、標準化の移行期限について、より柔軟に対応す

ること。 

 (８) 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加においては、自治体において大

きな業務負荷また人員不足等を招いていることから、関係省庁と連携し、その財源

も含め、より十分な支援を行うこと。 

 (９) マイナンバーカードの交付率を地方交付税の算定方法から外すこと。 

 (10) 自治体庁舎や病院をはじめとする公共施設は、住民の生命・財産を守る拠点とな

ることから、耐震化を含めたメンテナンスや緊急防災・減災事業について、引き続

き十分な財源措置を継続すること。 
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3. 地方分権に対応した税財政制度の抜本改革

(１) 税制改革については、所得税の累進性の強化、相続税の基礎控除引き下げ、金融

所得課税の総合課税化など、所得再分配機能の強化にむけて改革すること。また、

給付付き税額控除を検討するなど、消費税における逆進性について対策を講じるこ

と。 

(２) より自律的な地方財政の確立にむけて、所得税および偏在性の小さい消費税につ

いて国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。 

(３) 各種税制の廃止・減税、新税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分

検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう

対応をはかること。 

(４) 「ふるさと納税」については、①「居住地課税」という課税原則（居住地・所在

地における受益と負担）にそぐわないものであること、②地域の特産物の適正価格

破壊と地場産業の自治体依存という歪みを生み出すこと、③一過性の予算増加・減

少など税収の不安定さが住民サービスの低下をもたらす危険性があることなど、問

題が多いことから、廃止すること。 

(５) 森林環境譲与税の譲与基準については、森林面積の割合を５％引き上げ、人口割

合を５％引き下げたことによる効果の検証を行いながら、今後もより林業需要を見

込める自治体への譲与額を増大させるよう、引き続き譲与基準の見直しを検討する

こと。 

(６) 国の総合経済対策として地方財源を活用した減税政策は行わないこと。

4. 地方公務員の総人件費の確保

(１) 対人サービスとしての社会保障、新興感染症の流行や自然災害など有事の際の対

応など、増大する地方自治体の財政需要を踏まえ、必要な人員を配置できるよう地

方公務員の総人件費を十分に確保すること。あわせて、定年延長に伴う一時的な職

員数の増加に対応した財源を確保すること。（◎） 

(２) この間、自治体における技能労務職員の削減を助長しかねない政策がとられてき

たものの、自然災害やコロナ禍等への対応を経て、技能労務職員の必要性が再評価

されていることから、基準財政需要額の算定にあたっては委託料より給与費を充実

するよう改めること。（◎） 

(３) 会計年度任用職員の処遇改善について、遡及改定も含め常勤職員に準じた給与改

定を行うために必要な財源を確保すること。あわせて、勤勉手当の支給も含め、会

計年度任用職員のさらなる処遇改善にむけた財源を確保すること。その際、地方公

営企業繰出基準においても明確な位置付けをはかるなど、特段の対応を行うこと。

（◎）

(４) 技能労務職員と企業職員の給与について、憲法・法律で保障された労使交渉で決
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定する権利を尊重し、国として不当な関与を行わないこと。また、民間給与との単

純比較に基づく給与抑制にむけた助言を行わないこと。 

(５) 地方自治体における障害者雇用について、法定雇用率の達成はもとより、さらな

る雇用促進と合理的配慮のための財源を確保すること。 

5. 東日本大震災等大規模災害からの復旧・復興と対策の拡充

(１) 被災地が安心して復興に集中できる環境をつくるため、引き続き震災復興特別交

付税を確保し、被災自治体の財政負担は可能な限り縮小すること。とくに被災から

一定の年月が経過したことを踏まえ、復興住宅、防潮堤、県道などの維持管理にか

かる費用についても財政的な支援を検討すること。あわせて、補助金適正化法の改

正も視野に入れながら、復興事業により整備された公共施設の用途制限を緩和する

こと。 

(２) 東京電力福島第一原発事故による避難指示区域が解除された自治体においても、

雇用を取り巻く環境や生活インフラの改善が十分に進んでいないこと、「ＡＬＰＳ

処理水」の海洋放出も含め、放射線への不安が解消されていないこと、このため農

業のみならず漁業の復興にも大きな影響が出ているなど、依然多くの課題が山積し

ていることから、医療費や介護保険料の減免措置も含め、改めて当該自治体および

住民の実情に即した各種支援を講ずること。とくに住民のメンタル面でのサポート

に留意すること。 

(３) 中長期にわたる復興を支える観点から、被災自治体が安心して正規職員を採用で

きるよう、財政措置を講じること。なお、被災自治体への人的支援も引き続き必要

なことから、被災自治体からの要請人員数を充足させること。また、支援を行った

自治体に対する十分な財政支援を行うこと。 

(４) 職員の健康サポート体制は引き続き重要であることから、メンタルヘルス対策の

充実をはじめとした事業について十分な財政措置を行うこと。 

6. 社会保障政策の拡充

(１) 全世代型社会保障の構築にむけ、関係予算にかかる財源を確保すること。また、

地方自治体の果たす役割・機能・体制の強化、職員の処遇改善にむけた予算の確保

を行うこと。 

(２) 「こども・子育て支援加速化プラン」に必要な予算の確保をはじめ、国・地方の

子ども・子育て政策の強化にむけた財源を確保すること。 

(３) 介護保険制度、障害福祉サービスについて、質の高いサービスの提供体制の確保

にむけ、関係省庁と連携し財政支援を行うこと。また、介護予防・日常生活支援総

合事業について、サービス水準の低下や市区町村格差を招かないよう財政措置を講

じること。 
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(４) 改正生活保護法・生活困窮者自立支援法の施行にむけ、本改正を実効あるものと

するため、自治体等の実施体制が十分に整備できるよう財源の確保をはかること。 

(５) 改正児童福祉法による一時保護所入所時の判断における司法審査の実施にむけ、

業務量の大幅な増加に見合った児童福祉司を増員するため、その財源について、地

方交付税措置の充実をはかること。 

(６) 2024年４月からの医師の働き方改革にあわせて、医療行為のタスク・シフト/

シェアを円滑に進めるための人員確保と必要な研修体制を整備するための財源を確

保すること。 

(７) 医療・介護ＤＸの推進と医療・介護現場における質の向上、業務効率化のため、

ＩＣＴ関連機器やシステム導入に関する補助の財源を確保すること。 

(８) 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、策定された公立病院経営強化プラ

ンの実施にあたっては、自治体、地域住民の意向を尊重し、地域の医療を維持でき

るものとすること。また、機能分化・連携強化、経営形態見直し等においては、採

算性を優先せず、新興感染症対策や災害対応など不採算医療、政策医療の安定的な

提供を重視すること。 

(９) 公立・公的病院が主導的に担っている、不採算医療やへき地医療にかかる地方交

付税の充実をはかること。 

(10) 物価高騰による影響に対応するための財政支援を行うこと。また、病院建替えに

伴う建築単価を引き上げること。（◎） 

(11) 2024年度の人事院の大幅な賃上げ勧告を踏まえ、公立病院においても遡及改定を

含む処遇改善が確実に実施されるための財政支援を行うこと。（◎） 

(12) 大規模災害で被災した公立医療機関において、高度専門医療および不採算医療な

ど、被災前に担っていた病院機能を回復・存続させるため、財政的支援を行うこと。

（◎）

(13) 地方の自治体病院では薬剤師の確保が困難な状況にある。自治体病院の薬剤師の

確保と定着のために、医師と同様の６年制課程修了薬剤師の専門性を適正に評価し、

処遇改善（薬剤師俸給表の新設・初任給調整手当など）にむけた対策を講じること。 

(14) また、獣医師の確保にむけても、同様に特段の配慮を行うこと。

7. 環境政策の推進

(１) 脱炭素社会の実現と将来の雇用創出をはかるため、地域の環境条件を活かした太

陽光や風力、バイオマスなどの新エネルギーや燃料電池など再生可能エネルギーの

普及にかかる財政支援措置を拡充すること。また、自治体の環境行政の推進と公共

施設等の脱炭素化のための予算措置の確保を行うこと。 

(２) 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行を踏まえ、とりわ

け小規模自治体において法の趣旨に基づく運用がされるよう、より積極的な財政措
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置を講ずること。 

 (３) 少子・超高齢化社会の進行に伴い、安否確認等とあわせた高齢者のごみ出しの支

援、条例の制定によるごみ屋敷等への対応などの需要が増えてきていることから、

各自治体がこうした事業を円滑に行えるよう財源を拡充すること。 

 (４) 廃棄物処理法改正によるごみの不法投棄対策と罰則規定強化の実効性を確保する

ため、自治体における不法投棄監視要員の確保などの財源を拡充すること。 

 (５) 資源循環型社会の実現にむけ、これまで以上に自治体における業務が増大すると

同時に、災害時には被災地域における災害ごみの対応や被災地への派遣対応など、

自治体の果たす役割が一層求められている現状を踏まえ、環境・廃棄物行政の体制

強化にむけて関係する省庁と連携するとともに、必要な予算措置を確保すること。

（◎） 

 

8. 公共交通の改善および拡充にむけて 

 (１) 地域により異なる公共交通の「クロスセクター効果」を十分に勘案し、既存のバ

スや鉄道などを活用しながら、地域公共交通が確保されるよう、現行の財政措置水

準の維持・改善をはかること。このため国土交通省と連携し、地方自治体への財政

支援を含む所要の措置を講じること。 

 (２) 地域共生社会に資するまちづくりと公共交通の確立を一体的に推進するため、交

通政策専任者の配置および育成などのための財源を措置すること。 

 (３) 普通交付税の個別算定項目において、道路橋りょう費に鉄道関連事項を組み入れ

るなどし、地域交通政策の拡充をはかること。また、新たな費目として地域交通費

を位置付けるよう検討すること。（◎） 

 (４) 都市モノレールは建設後の経年により、機器の更新等を迎えており多額の経費が

経営に負担となっているが、モノレールについては補助対象外となっているので、

対象とするなど拡充をはかること。 

 

9. 指定管理職場・委託職場の改善にむけて 

 (１) 自治体の指定管理職場・委託職場においても、同一労働同一賃金が実現されるよ

う、ガイドラインの作成や助言等を行うこと。また、非正規職員の処遇改善に伴う

財源措置を行うこと。 

 (２) 自治体において「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえ

た対応が十分に果たされるよう、必要な財政支援を行うこと。 

 

以  上   
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2024年11月13日 

立 憲 民 主 党 

代  表 野 田 佳 彦 様 

全 日 本 自 治 団 体 労 働 組 合  

中央執行委員長 石 上 千 博 

所得課税軽減策等に対する要請書 

 日頃より市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴党に敬意を表しま

す。 

 さて、いわゆる「103万円の壁」問題への対応として、基礎控除等を103万円か

ら178万円に拡大することにより、国民生活の底上げをはかろうとする国民民主

党の提言につきましては、一定理解するところでありますが、その政策が所得税

収に与える影響額として、政府は国分についてマイナス４兆円弱程度と見込ん

でおり、地方住民税収についても、ほぼ同額の影響が出るとしています。 

 ご承知のとおり、昨今の地方行政需要は複雑化また増大化の一途を辿ってい

ます。地方税は自治の根幹をなす極めて重要な財源であり、市民生活の維持・向

上のためには強固な財政基盤の確立が求められます。つきましては、地方財政を

守る観点から、以下の通り要請します。 

記 

1. 国の実施する政策により、地方固有の財源を棄損することがないよう慎重

な検討を行うこと。また、その補填の際、臨時財政対策債を発行する等、結果と

して自治体にも負担を負わせるようなことがないよう十分配慮すること。 

２．自治体においては、今後、人事院勧告等を受けた賃金改定、会計年度任用職

員の処遇改善、物価高騰への対応など、大幅な人件費の増額が求められており、

地方税等の減収は賃上げによる地域経済の好循環を阻害しかねないことから、

所得課税軽減策が地方に影響しないよう極めて慎重な検討を行うこと。 

３．所得税収の33.1％は地方交付税の原資に充てられていることから、仮に所得

税収が減少する政策を実施する場合は、地方交付税率を引き上げ、その減収分を

補填するなど、抜本的な制度改定を検討すること。 

以上 
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2024年11月13日 

 

国 民 民 主 党  

代  表 玉木 雄一郎 様 

全 日 本 自 治 団 体 労 働 組 合   

中央執行委員長 石 上 千 博  

 

所得課税軽減策等に対する要請書 
 

 日頃より市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴党に敬意を表しま

す。 

 さて、いわゆる「103万円の壁」問題への対応として、基礎控除等を103万円か

ら178万円に拡大することにより、国民生活の底上げをはかろうとする貴党の提

言につきましては、一定理解するところでありますが、その政策が所得税収に与

える影響額として、政府は国分についてマイナス４兆円弱程度と見込んでおり、

地方住民税収についても、ほぼ同額の影響が出るとしています。 

 ご承知のとおり、昨今の地方行政需要は複雑化また増大化の一途を辿ってい

ます。地方税は自治の根幹をなす極めて重要な財源であり、市民生活の維持・向

上のためには強固な財政基盤の確立が求められます。つきましては、地方財政を

守る観点から、以下の通り要請します。 

 

記 

 

1. 国の実施する政策により、地方固有の財源を棄損することがないよう慎重

な検討を行うこと。また、その補填の際、臨時財政対策債を発行する等、結果と

して自治体にも負担を負わせるようなことがないよう十分配慮すること。 

 

２．自治体においては、今後、人事院勧告等を受けた賃金改定、会計年度任用職

員の処遇改善、物価高騰への対応など、大幅な人件費の増額が求められており、

地方税等の減収は賃上げによる地域経済の好循環を阻害しかねないことから、

所得課税軽減策が地方に影響しないよう極めて慎重な検討を行うこと。 

  

３．所得税収の33.1％は地方交付税の原資に充てられていることから、仮に所得

税収が減少する政策を実施する場合は、地方交付税率を引き上げ、その減収分を

補填するなど、抜本的な制度改定を検討すること。 

 

以上 
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2025 年度政府予算案・地方財政対策に関する談話 

 
１．政府は 2024 年 12 月 27 日、2025 年度政府予算案を閣議決定し、一般会計の

歳出総額は約 115.5 兆円と過去最大、３年連続で 110 兆円を超える大規模な

予算編成となった。コロナ禍以降、歳出構造を平時に戻すべきとの指摘も聞

かれたが、コロナ禍以前の当初予算が 100 兆円を下回る水準であったことを

思えば、ここ数年の予算編成を見ても、むしろ「大判振る舞い」の傾向が強

く、政府が財政健全化に本腰を入れているとは言い難い。 

 

２．歳出において際立つのは、防衛力整備計画対象経費である。社会保障費につ

いては、高齢化による増加分におさめる方針が取られているとはいえ、その

伸びは約 5,585 億円であり、防衛費はそれを超える約 7,498 億円の伸びとな

っている。改めて、今の政府が何を重要視しているのか問われる内容である。

また歳入においては、税収も過去最大の約 78 兆 4,400 億円となったが、それ

にもかかわらず公債金は約 28 兆 6,490 億円となり、歳入を歳出がはるかに上

回るという国債頼みの構造には何ら変化がない。なお、歳出における国債費

も 28 兆 2,179 億円と過去最高となった。これは歳出全体のおよそ４分の１が

借金の返済にあてられていることを示しており、日本の財政の硬直化が年々

深刻化していく現れといえる。 

 

３．政府自身が「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ移行するための予算と

銘打ち、公務員・保育士の給与改善、公共調達への価格転嫁円滑化などに力

点を置いていることは評価したい。これらの措置が地域公共サービス分野に

おける実際の処遇改善に結び付くよう、自治労としても、引き続き、その実

態把握と効果の検証に取り組んでいく。 

 

４．石破内閣は地方創生を重要政策課題と位置付けている。このため地方創生交

付金を倍増し 2,000 億円確保したことは、地方の自主性と創意工夫を促す施

策として一定評価する。しかし、東京一極集中を是正するという目標に照ら

して、その財政規模が十分といえるのか、また施策としての継続性がどの程

度担保されるのか不明である。地方創生という大きな課題を達成するならば、

その施策も単年度では実効性に乏しく、より長期的に展開されるべきであり、

地方からの期待も込めて、一層の対応を求めたい。なお、こうした交付金に

ついて歓迎はしつつも、各自治体においては、多角化また増大する行政需要

に対応し得る、より自律的な地方財政の確立こそが真に求められているとい

うことも、あえて指摘しておきたい。 

 

５．2025年度地方財政対策については、一般財源総額が交付団体ベースで約63.8

兆円（前年比 1.1 兆円増）と前年度を上回る水準が確保されている。地方交
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付税総額は 19.0 兆円と対前年比 0.3 兆円増。臨時財政対策債の発行額が 2001

年度の制度創設以来、初めてゼロとなったことについては、起債に頼った国

家財政の運営とは一線を画し、自治体をはじめとする地方財政関係者による、

健全化に向けた長年の努力の結果として受け止める。地方財政全体での長期

債務残高は 171 兆円に上ることから、地方財政がただちに盤石化したとまで

は言えないものの、地方財政対策全般としては地方の要望にも応えるものと

して一定評価する。 

 

６．なお、与党税制改正大綱では、2025 年度から所得税の控除額を 103 万円か

ら123万円に引き上げることが明記された。これによる地方財政への影響は、

地方交付税法定率分として0.2兆円程度の減少にとどまると見込まれている。

しかし、現下の国会情勢に鑑みれば、その見通しは依然不透明である。税制

大綱に基づき、いわゆる 103 万円の壁を 178 万円まで引き上げた場合、個人

住民税における減収見込みは４兆円程度にまで跳ね上がる。そのうえ、ガソ

リン税の暫定税率廃止が実施された場合、国と地方を合わせ、さらに１兆

5,000 億円程度の減収となり、これまでの予算編成のあり方を根底から見直

す必要が生じる。地方の声を含め、そのための熟議が尽くされたとは到底思

えない。 

 

７．この間の地方財政健全化にむけた、関係者の努力を無にすることがあっては

ならず、国として減税政策を行うならば、地方固有の財源まで棄損すべきで

はない。恒久的な減税政策を実施するのであれば、その補填措置も恒久化す

る必要があり、政府には地方交付税率を引き上げるなど、より抜本的な制度

改定を行うことを求める。また、各政党に対しても、地方財政の自律性を最

大限尊重する対応を強く求めていく。 

 

８．一方、地方公務員の給与改定等分として 0.8 兆円が確保された。さらに 2025

年度の給与改定に備え、一般行政経費（単独）分として給与改善費 0.2 兆円

も計上されている。追加財政需要分としてではなく、当初から常勤職員のみ

ならず会計年度任用職員における賃上げも織り込んだ措置として、積極的に

受け止めたい。賃上げにむけた社会的な好循環を構築する立場から、2025 春

闘への取り組みにつなげなければならない。 

 

９．また、地域医療提供体制の確保にむけて新たな地方債制度の創設や建築単価

の引き上げなどが行われているが、公立・公的病院全体の経営改善支援とし

ては、まだ不十分と言わざるを得ない。とくに多くの医療関係従事者はその

経営難に影響され、現下の賃上げ基調からも取り残されている。0.2 兆円の給

与改善費については地方公営企業分も一定見込まれていることから、賃上げ

の好循環につなげるための現場の取り組みと並行し、政府に対しては、公立・

公的病院の経営改善にむけた特段の配慮を求めたい。 
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10．自治体ＤＸの推進にむけて、デジタル活用推進事業債を創設したことについ

ては、地方の需要に応えるものとして受け止める。しかし、その対象はシス

テム導入時の初期費用などとされており、実際には多くの自治体において、

ガバメントクラウドの利用におけるランニングコストの増大が深刻な問題と

して顕在化している。こうした運営費に対する支援をいかに実施するのか、

政府の責任として引き続き、追及する必要がある。 

11．新しい地方経済・生活環境創生事業費（仮称）の内訳として、地方創生推進

費１兆円が確保されており、旧まち・ひと・しごと創生事業費分と同額が今

回も維持されることとなる。しかし地方創生推進費においては、地方の自主

性・主体性を最大限発揮することを求めている一方、その一部において行革

努力分による算定指標が引き続き採用されるとみられ、本来の趣旨と矛盾し

ている。地方の自主性・主体性を求めるならば、国による政策誘導的な手法

として用いることなく、一般行政経費として恒久化をはかるべきである。 

12．2025 年度地方一般財源総額は、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」にお

ける、前年度比同水準ルールにも即して確保されているが、実際には賃上げ

基調や物価高騰にも対応した、より積極的な地方財政の確保が求められる。

少数与党による国会運営となる中、野党側の存在感は飛躍的に高まっており、

自治労としての考え方をいままで以上に反映させる土壌は整っている。この

ため、協力国会議員団、立憲民主党をはじめとする協力政党、地方３団体な

ど広範な連携を取りつつ、地方財政確立の取り組みを強化する。 

2025 年１月８日 

全日本自治団体労働組合 

書記長 伊藤 功 
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2025.２.４ 自治労協力国会議員団会議 

 

2025年度政府予算案・地方財政計画について 

 

 一般会計の歳出総額は約 115.5 兆円と過去最大、３年連続で 110 兆円

を超える大規模な予算編成となり、政府が財政健全化に本腰を入れてい

るとは言い難い。しかし、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ移行

するための予算と銘打ち、公務員・保育士の給与改善、公共調達への価格

転嫁円滑化などに力点を置いていることは評価したい。 

 2025 年度地方財政対策については、一般財源総額が交付団体ベースで

約 63.8兆円（前年比 1.1兆円増）と前年度を上回る水準が確保されてい

る。地方交付税総額は 19.0兆円と対前年比 0.3兆円増。臨時財政対策債

の発行額が 2001年度の制度創設以来、初めてゼロとなり、地方財政対策

全般としては地方の要望にも応えるものとして一定評価する。一方で以

下の課題もある。 

 

１．「103万円の壁」について 

 2025 年度から所得税の控除額を 103 万円から 123 万円に引き上げるこ

とによる地方財政への影響は、地方交付税法定率分として 0.2 兆円程度

の減少にとどまると見込まれている。しかし、現下の国会情勢に鑑みれば、

その見通しは依然不透明である。178万円まで引き上げた場合、個人住民

税の減収見込みは４兆円程度にまで跳ね上がる。そのうえ、ガソリン税の

暫定税率廃止が実施された場合、国と地方を合わせ、さらに１兆 5,000億

円程度の減収となる。国として減税政策を行うならば、地方固有の財源ま

で棄損すべきではない。恒久的な減税政策を実施するのであれば、その補

填措置も恒久化する必要があり、政府には地方交付税率を引き上げるな

ど抜本的な制度改定を求めるとともに、地方財政の自律性を最大限尊重

する対応を強く求める。 
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２．給与関係経費について 

 地方公務員の給与改定等分として 0.8 兆円が確保された。さらに 2025

年度の給与改定に備え、一般行政経費（単独）分として給与改善費 0.2兆

円も計上されたことは積極的に受け止めたい。また、地域医療提供体制の

確保にむけて新たな地方債制度の創設や建築単価の引き上げなどが行わ

れているが、公立・公的病院全体の経営改善支援としては、まだ不十分と

言わざるを得ない。多くの医療関係従事者は経営難に影響されて現下の

賃上げ基調から取り残されており、政府に対しては、公立・公的病院の経

営改善にむけた特段の配慮を求めたい。 

３．地方創生交付金について 

 地方創生交付金を倍増し 2,000 億円確保したことは、地方の自主性と

創意工夫を促す施策として一定評価する。しかし、東京一極集中を是正す

るという目標に照らして、その財政規模が十分といえるのか、また施策と

しての継続性がどの程度担保されるのか不明である。地方創生という大

きな課題を達成するならば、その施策も単年度では実効性に乏しく、長期

的に展開されるべきであり、より一層の対応を求める。 
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2025.２.１ 自治体議員連合学習会（抜粋） 

所得課税軽減策等に対する対応について 

（１）与党税制改正大綱では、2025年度から所得税の控除額を 103万円から 123万円

に引き上げることが明記された。これによる地方財政への影響は、地方交付税法

定率分として 0.2 兆円程度の減少にとどまると見込まれている。しかし、現下の

国会情勢に鑑みれば、その見通しは依然不透明である。税制大綱に基づき、いわゆ

る 103 万円の壁を 178 万円まで引き上げた場合、個人住民税における減収見込み

は４兆円程度にまで跳ね上がる。 

（２）手取りを増やすことにより国民生活の向上をはかろうとする考え方については

一定理解するところではある。しかし、地方税は自治の根幹をなす極めて重要な

財源であり、市民生活の維持・向上のためには強固な財政基盤の確立が求められ

る。本部では昨年 11月～12月にかけて、地方財政を守る観点から以下の３点につ

いて政党要請を行うとともに、地方三団体とも課題認識を共有してきた。今後も

議論の状況を注視し、組織内・協力国会議員と連携して必要な対策に取り組んで

いく。 

① 国の実施する政策により、地方固有の財源を棄損することがないよう慎重な

検討を行うこと。また、その補填の際、臨時財政対策債を発行する等、結果と

して自治体にも負担を負わせるようなことがないよう十分配慮すること。 

② 自治体においては、今後、人事院勧告等を受けた賃金改定、会計年度任用職

員の処遇改善、物価高騰への対応など、大幅な人件費の増額が求められており、

地方税等の減収は賃上げによる地域経済の好循環を阻害しかねないことから、

所得課税軽減策が地方に影響しないよう極めて慎重な検討を行うこと。 

③ 所得税収の 33.1％は地方交付税の原資に充てられていることから、仮に所

得税収が減少する政策を実施する場合は、地方交付税率を引き上げ、その減収

分を補填するなど、抜本的な制度改定を検討すること。 

以 上 
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2025.２.４ 自治労協力国会議員団会議 

自治体のデジタル化に関する課題について 

 自治労では、県本部を通じて自治体業務のＤＸをめぐる職場状況調査

を実施した。調査から得られた意見の特徴や課題については以下のとお

り（調査期間：2024年９月６日～11月 15日）。 

 こうした現場の実態を踏まえ、財政支援や人員体制の整備など自治体

に対する支援策をより充実するようお願いしたい。 

１．基幹業務システムの標準化について 

（１）移行期限について

・短期間での移行スケジュールが現場やベンダーに過度な負担を強い

ている。

・現行スケジュールでは、自治体やベンダーが移行に十分な余裕を持て

ず、重大事故やサービス停止が懸念される。 

（２）財政負担について

・ガバメントクラウド移行によるランニングコストが予測以上に増加

している。

・システム改修や新しい仕様に伴う費用が増大し、自治体財政に大きな

負担がかかっている。 

・現状では、補助金が初期費用のみに限定されており、ランニングコス

トが対象外であるため、ランニングコストへの支援を求める。

（３）人的リソースについて

・自治体職員およびシステムベンダーの人的リソースが逼迫している。 

・標準仕様書やガバメントクラウド移行手順の専門性が高すぎるため、

一般職員が対応できない。
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２．マイナンバーカードと保険証の一体化について 

・医療現場での正確な運用や、マイナンバーカードの取得が困難な高齢

者や寝たきりの方に対するサポート体制に関する課題がある。 

・マイナ保険証関連の新たな業務（資格確認書や資格情報送付など）が

追加され、職員の負担が増大している。また、問い合わせや窓口対応

の増加により時間外勤務が増え、人件費が圧迫されている。

・国が進める仕組み（PMHなど）の全体像が見えないため、現場が混乱

している。

３．戸籍への振り仮名記載について 

・膨大なデータに振り仮名を付与する作業が、自治体職員の負担となっ

ている。住民への周知や問い合わせ対応の負担が増加する懸念もある

が、人員体制が整備されていない。 

・難読文字や特殊ケースに対する具体的な指針や国の責任ある対応が

求められている。

・補助金の詳細が不透明で業務に支障が出ている。補助金の拡充や交付

前倒しが求められている。 

４．その他 

・マイナポータルで様々な手続きが可能になった反面、住民への説明な

ど窓口対応が増加している。さらに今後、マイナンバーカードの電子

証明書の更新手続き等が集中し、来庁者が大幅に増加することが見込

まれるため、人員体制の整備が必要。 
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2025.２.１ 自治体議員連合学習会（抜粋） 

自治体ＤＸに関する職場課題について 

（１）国は自治体基幹業務システムの標準化について、2025 年度末（2026 年３月末）

までの対応を求めている。これと並行し、法務省は 2025年５月頃を目途に新たに戸

籍に氏名の振り仮名を記載する制度を、また一方では健康保険証とマイナンバーカ

ードの一体化も進められるなど、自治体業務はＤＸ化をめぐり極めて多くの対応を

余儀なくされている。そのため、自治体ＤＸに関する職場の実態を把握するための

意見集約を昨年９月～11月にかけて実施した。 

（２）職場課題として、主に次のような内容が報告された。今後の対応として、課題解

決にむけて協力政党や関係省庁への申し入れなどに取り組んでいく。 

① 基幹業務システムの統一・標準化について

・2025年度末までの移行期限が厳しく、現実的でない。

・自治体やベンダーの人的リソース不足が深刻化している。

・システム移行や運用にかかる経費が大幅増となっている。

・関係省庁間の調整不足により、自治体への情報伝達が遅れ、現場で混乱が生じ

ている。

・通常業務に加え移行準備の負担が増し、過剰な負担となっている。

② 戸籍への振り仮名の記載について

・大量のデータに個別に振り仮名をつける作業が困難で、通常業務と並行して行

うには限界がある。

・国がコールセンターを設置するものの、住民からの問い合わせは自治体に集中

するおそれがある。

・振り仮名の判断基準や手続きの詳細等について、情報が示されるのが遅い。

・補助対象の拡大や交付決定の早期化など、国からのさらなる財政支援が必要。 

③ 保険証とマイナンバーカードの一体化について

・マイナ保険証と現行保険証の並行運用、資格確認書の交付、住民からの問い合

わせなどで業務負担が増している。

・高齢者等にとっては、マイナンバーカード発行や保険証との紐づけが困難であ

る。

・短期保険証廃止に伴い、滞納者への接触機会が減少し、保険料収納率の低下が

懸念される。

・国からの具体的な運用方針の通知が遅く、現場対応が追いついていない。

以 上 
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2025年２月４日 自治労協力国会議員団会議 

第７次エネルギー基本計画に対する自治労の考え方ついて 

＜経過と課題＞ 

１． 経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会において、次期

（第７次）「エネルギー基本計画」の案がまとめられ、2024年 12月 25日に開

催された同分科会で了承された。 

 第６次エネルギー基本計画では、原子力の利用について「再生可能エネルギ

ーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」としていた方針が、

新たな第７次案では削除された。また、2050 年の「カーボンニュートラル」

の実現や、ウクライナおよび中東情勢をめぐる「エネルギー分野におけるイン

フレーション」、ＤＸやＧＸの進展にともなう今後のエネルギー需要の増大な

どを理由に、2040 年度の電源構成の見通しについて、原子力を「２割程度」

として既設の原子炉を「最大限活用」するとしている。さらに、ＧＸ基本方針

では、廃炉後の原子炉の建て替えを同一敷地内としていたものを、同一事業者

の原発敷地内であれば建て替えを認めるとしている。その上、次世代革新炉の

研究開発を進めるとするなど、重大な方針転換がされている。 

２． 本計画案について、資源エネルギー庁は 2024 年 12 月 27 日から 2025 年

１月 26日の間にパブリック・コメントによる意見公募を実施し、自治労とし

ては、以下を趣旨とする意見反映を行った。 

① これまで「可能な限り原発依存度を低減する」としていた方針を「原子力

を…最大限活用していく」と転換することは、福島第一原発事故を踏まえれ

ばありえない。 

② 何世代にも影響をおよぼす原子力の活用を、第６次基本計画から短期間

で方針転換し、取りまとめることに反対し撤回を求める。 

③ 政府は被害者の痛みに向き合い、被害者救済や事故の原因究明、福島第一

原発施設の安全確保、事故の教訓の伝承を最優先し、脱原発をめざして再生

可能エネルギー施策への財政投入こそ最優先で進めるべき。 

④ 現状、市民の参加は意見箱やパブコメなどに限られており、国会での議論

もなく閣議決定されている。すべての国民が影響を受ける計画なので民主

的で透明性の高い議論を行うべき。 
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1 佐藤　環樹 副会長 委員長

2 和田　英浩 事務局長 ○ 特別執行委員

3 永田　重人 総合政策局長 ○ 特別執行委員

4 河原﨑　育子 執行委員 女性部長

5 長山　翔汰 執行委員 青年部長

6 吉田　賢一 石狩地協事務局長 ○

7 山口　裕一 石狩地協副事務局長 〇

8 長谷川　義樹 渡島地協事務局長 ○

9 萩尾　竜司 空知地協事務局長 ○

10 武田　研二 網走地協事務局長 ○

11 佐藤　英司 副会長 委員長

12 根上　要 執行委員 女性部長

13 工藤　公嗣 副事務局長 ○ 中央常任指導員

14 伊藤　裕一 会長 ○ 特別執行委員

15 今野　善文 副事務局長 ○ 特別執行委員

16 日蔭　丈朗 執行委員 書記次長

17 北舘　和彦 副会長 副委員長

18 岸　善則 副事務局長 ○ 特別執行委員

19 伊藤　秀樹 仙北地協事務局長 ○ 特別執行委員

20 小川　純 会長 ○ 特別執行委員

21 水木　卓 副会長 委員長

22 齋藤　雅樹 執行委員／地協事務局長 副委員長

23 舩山　整 会長 ○ 特別執行委員

24 渡部　貴之 副会長 委員長

25 齋藤　富士雄 執行委員 書記長

26 澤田　精一 会長 ○ 特別執行委員

27 澤村　英行 副会長 委員長

28 登坂　崇規 副会長 委員長

29 横澤　勝之 中越地協事務局長 ○ 特別執行委員

30 伊藤　桂一 執行委員 書記長

31 戸根　正人 副事務局長 ○ 特別執行委員

32 佐藤　英夫 会長 〇 特別中央執行委員

33 中林　真啓 副事務局長 ○ 中央執行委員

34 飯島　潤治 執行委員 書記長

35 石塚　利雄 会長代行 委員長

36 沼子　直美 副事務局長 ○ 特別執行委員

37 赤松　功紀 執行委員 書記長

38 前田　美佳 執行委員 執行委員

39 千歳　益彦 副会長 委員長

40 生井澤　律子 副事務局長 〇 特別執行委員

41 前原　朝子 副会長 委員長

42 堀越　弘宣 執行委員 書記長

43 松村　誠治 副会長 委員長

44 佐々木　珠 副事務局長 ○ 特別中央執行委員

45 笹川　勝宏 執行委員 書記長

2025年度自治労出身地方連合会　役員名簿

県本部名 名前 地方連合会役職 専従 県本部役職

2025/２/５時点

東京

北海道

青森

岩手

宮城

山形

福島

新潟

群馬

栃木

茨城

埼玉

秋田
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県本部名 名前 地方連合会役職 専従 県本部役職

46 柳川　幹司
三多摩ブロック地域・組織アドバ

イザー
○

47 伊藤　成司 副会長 委員長

48 田嶋　邦夫 副事務局長 ○ 特別執行委員

49 渡邉　久展 執行委員 書記次長

50 蓼沼　宏幸 会長代行 委員長

51 阿部　嘉弘 事務局長 ○ 特別中央執行委員

52 萩原　周子 副事務局長 ○ 特別中央執行委員

53 中野　雅臣 執行委員 書記長

54 藤田　洋二 湘南地域連合事務局長 特別中央執行委員

55 白倉　和也 副会長 委員長

56 松木　友幸 執行委員 副委員長

57 西澤　忠司 副会長 委員長

58 小日向　茂 副事務局長 ○ 特別執行委員

59 小川　晃 執行委員 書記長

60 鴨野　浩一 副会長 委員長

61 阿閉　　智 執行委員

62 宮鍋　正志 副会長 委員長

63 村上　睦 副事務局長 ○ 特別中央執行委員

64 大嶋　智 副会長 委員長

65 橋岡　克典 事務局長 ○ 副執行委員長

66 土田　利幸 執行委員 副委員長

67 中澤　健太 嶺南地協事務局長 ○

68 福井　淳 副会長 委員長

69 神原　光 執行委員 書記長

70 沼　宣子 執行委員 書記

71 足立　潔重 副会長 委員長

72 坂田　有紀 副事務局長/財政局長 ○ 副委員長

73 鈴木　武夫 執行委員 副委員長

74 杉浦　敦子 執行委員

75 子安　英俊 副会長 委員長

76 平光　貴博 執行委員 書記長

77 太田　維久 執行委員 中央執行委員

78 原田　貴文 副会長 委員長

79 藤田　和彦 事務局長 ○ 特別中央執行委員

80 橋本　麻友美 執行委員 執行委員

81 佐賀　春樹 副会長 ○ 委員長

82 工藤　博司 執行委員 書記長

83 岡本　哲也 副会長 委員長

84 下村　幸児 副事務局長 ○

85 増永　浩子 執行委員 副委員長

86 川戸　英美 執行委員 書記長

87 谷口　富士夫 乙訓地協事務局長 ○

88 桐木　正明 副会長 委員長

89 杉田　勝哉 副事務局長 書記長

90 吉村　聖子 副事務局長 ○ 副委員長

91 須貝　縦 執行委員 書記次長

92 宮本　幸代 執行委員

東京

滋賀

千葉

神奈川

山梨

長野

富山

石川

福井

静岡

愛知

岐阜

三重

京都

奈良
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県本部名 名前 地方連合会役職 専従 県本部役職

93 北浦　竜二 執行委員 執行委員

94 藤本　恵多 オルガナイザー ○

95 加藤　康夫 会長代行 委員長

96 鈴木　淳 副事務局長 ○ 特別執行委員

97 日吉　邦彦 執行委員 書記長

98 國眼　恵三 副会長 委員長

99 樋口　伸介 副事務局長 ○ 特別執行委員

100 明石　侑一 執行委員 書記長

101 高屋　ゆき子 執行委員

102 徳野　尚 大阪市地協事務局長 ○ 特別執行委員

103 横山　由梨子 女性委員会副委員長 執行委員

104 山下　忠之 副会長 委員長

105 西田　浩樹 副事務局長 ○ 特別執行委員

106 尾西　亮太郎 執行委員 書記長

107 山本　由美子 執行委員 執行委員

108 富田　章史 副会長 委員長

109 柴田　真弘 執行委員 書記長

110 大島　康治 副事務局長 ○ 特別執行委員

111 藤井　則正 事務局長 ○ 特別執行委員

112 宗像　勇　 南部地協事務局長 ○ 特別執行委員

113 中山　悦己 副会長 中央執行委員長

114 後藤　理香 副会長 副中央執行委員長

115 梅田　侑希 執行委員 中央執行委員

116 山口　一樹 会長 ○ 特別執行委員

117 松本　善樹 副事務局長 ○ 特別執行委員

118 藤縄　和彦 副事務局長 ○ 特別執行委員

119 三浦　敏樹 執行委員 委員長

120 伊東　利恵 執行委員 副委員長

121 成相　善朗 会長 ○ 特別執行委員

122 須田　晋次 副会長 委員長

123 森本　正宏 副会長 委員長

124 豊村　雄二 副事務局長 ○ 特別執行委員

125 大熊　正樹 会長代行 委員長

126 片山　隆司 副事務局長 〇 特別執行委員

127 豊田　雅人 執行委員 副委員長

128 佐々木　牧 執行委員

129 中川　孝文 会長代行 委員長

130 多田　要 副会長

131 南　礼子 副事務局長 〇 臨時執行委員

132 中塚　広之 副会長 委員長

133 森口　貴之 執行委員

134 中平　正幸 会長代行 委員長

135 山﨑　幹生 執行委員 書記長

136 永野　真美 執行委員 執行委員

137 宮本　博行 西地協事務局長 ○

138 藤田　桂三 会長 ○ 特別執行委員

139 野田　和之 副会長 委員長

140 坂田　邦宏 副事務局長 ○ 特別執行委員

徳島

奈良

和歌山

大阪

兵庫

岡山

広島

鳥取

島根

山口

香川

愛媛

高知

福岡
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県本部名 名前 地方連合会役職 専従 県本部役職

141 平田　貢一郎 福岡地協事務局長 ○ 特別執行委員

142 原田　登喜雄 京築・田川地協事務局長 ○ 特別執行委員

143 新家　正浩 執行委員 書記長

144 永石　亀 副事務局長 特別執行委員

145 藤　千香子 会計監査 書記次長/財政局長

146 菊永　昌和 副会長 委員長

147 種村　和久 副事務局長 ○ 特別執行委員

148 中嶋　聖子 副事務局長 ○ 特別執行委員

149 村田　元輝 会計監査 書記次長

150 溝口　慎一郎 副会長 委員長

151 河野　智宏 副事務局長 ○ 執行委員

152 鹿嶋　秀和 執行委員 書記長

153 西村　浩明 東部地域協議会事務局長 ○

154 佐藤　修治 南部地域協議会事務局長 ○

155 吉岡　英明 会長 〇 特別執行委員

156 中原　広幸 副会長 委員長

157 山内　翔太 特別執行委員 執行委員

158 村田　和男 都北地協事務局長 ○

159 木村　光伸 副会長 委員長

160 德冨　幸平 副事務局長 ○ 特別執行委員

161 霜出　奈美 副事務局長 ○ 書記

162 乘富　あずさ 執行委員 執行委員

163 満永　正幸 会長代行 委員長

164 豊田　一彦 執行委員 書記長/総務財政局長

165 上薗　哲也 副事務局長 〇

166 仲宗根　哲 会長 ○ 特別執行委員

167 前底　伸幸 副会長 委員長

168 宮里　勝 執行委員 書記長

宮崎

熊本

鹿児島

沖縄

福岡

佐賀

長崎

大分
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